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◎開議の宣告

午前１０時００分 開議

〇議長（白井二郎） ただいまから本日の会議を開

きます。

ただいまの出席議員は21人で定足数に達してお

ります。

◎諸般の報告

〇議長（白井二郎） 本日諸般の報告については、

特に申し上げる事項はありません。

〇議長（白井二郎） 本日の会議は議事日程第３号

により議事を進めます。

◎日程第１ 一般質問

〇議長（白井二郎） 日程第１ 一般質問を行いま

す。

本日は、浅利竹二郎議員、佐賀英生議員、中村

正志議員、原田敏匡議員、野呂泰喜議員の一般質

問を行います。

◎浅利竹二郎議員

〇議長（白井二郎） まず、浅利竹二郎議員の登壇

を求めます。16番浅利竹二郎議員。

（16番 浅利竹二郎議員登壇）

〇16番（浅利竹二郎） おはようございます。ただ

いま白井議長よりご指名をいただきました自由民

主党、自民クラブの浅利竹二郎でございます。む

つ市議会第241回定例会におきまして、通告順に

従い一般質問を行いますので、市長並びに理事者

各位におかれては簡潔明瞭、前向きなご答弁をお

願いいたします。

さて、いよいよ今任期最後の定例会となりまし

た。４年前、厳しい選挙戦を勝ち抜いて当選され

た26人の同僚議員も、今では１人が県議会議員一

般選挙に転出 １人が物故され ２名の欠員 24名、 、 、

で任期を全うする運びとなりました。さらに、今

任期限りで勇退されるうわさの同僚議員も何人か

おられるようでありますので、まことに惜別の念

を禁じ得ないと同時に、長年にわたるむつ市政に

対する多大なるご貢献に対し、改めて深甚なる敬

意と感謝を申し上げます。

さて、今回の選挙から議員定数が４名削減とな

り、22名となります。人口減少が進む中、これか

らも定数の見直しは必至でありますが、県内一行

政区域の広いむつ市において、地域の声を代弁す

る議員定数の削減は、行政の停滞にもつながりか

ねません。

我々議員の任務は、二元代表制の一翼を担い、

執行機関に対する議決機関としてのチェック機能

にありますが、そのほかに地域の声を代弁し、市

政に反映させるという大きな役割もあります。高

齢化社会の今、市民の声、地域の声は常日ごろ地

域の皆さんと接触し、草の根の活動の中から聞き

取ることができるもので、政治活動の原点と認識

しております。

市民に期待される議員とは、日々自問自答しな

がら過ごした今任期も残すところわずか、任期最

後の一般質問は２項目８点につきお伺いいたしま

すので、市長、理事者各位におかれては、簡潔明

瞭、前向きなご答弁をお願いいたします。

それでは、質問に入ります。質問の第１は、民

有林の活用についてであります。平成30年５月

25日、森林経営管理法が制定されました。国有林

については、国の林野庁等により管理体制が整っ

ていると認識しておりますが、地方自治体や民間

所有の森林管理体制はどうなっているのか。長期
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的な林業の低迷や後継者不足による森林管理への

関心が薄れ、森林の維持管理が適切に行われてい

るとは言いがたいというのが実態のようでありま

す。

近年森林の適切な管理が行われないと、自然災

害防止や地球温暖化防止に直接影響を及ぼすおそ

れがありとの懸念から、林業の成長産業化の実現

と森林資源の適正な管理の両立を図ることを目的

に森林環境譲与税、森林環境税、そして森林経営

管理法等が制定もしくは制定見込みで推移してお

ります。

秋田県の山奥で育った私は、最近になってよう

やく、山が豊かでないと海も育たないということ

を理解できるようになりました。昨今の森林関係

の法整備等の情報から、民有林の活用について大

いに関心のあるところでありますが、同時に１人

当たり1,000円という森林環境税について、国民

の負担を考えれば、もろ手を挙げて賛成とも言い

がたい部分もあります。

これらのことを含め、民有林の活用はいかにあ

るべきか、関心を持って見守りたいという思いか

ら、次の３点について質問させていただきます。

１、森林環境税及び森林環境譲与税の詳細と使

途は。

２、現在の森林資源の活用状況と間伐材の管理

体制はどうなっているか。

３、森林経営管理法について、今後市として取

り得る施策は。

以上、３点につきお伺いいたします。

質問の第２は、市民生活と社会不安についてで

あります。今むつ市内を歩いてみて、全体的に市

民生活が暗い、活気がない感じを否めないのであ

ります。これは、むつ市に限った現象ではないこ

とを十分理解したうえでの質問でありますが、何

がそうさせているのか、推察の範囲で申し述べ、

市長のご意見を伺いたいと存じます。

まず、旧合併町村の中心市街地と言われた商店

街、今ではシャッター街となって人影もまばら、

閑散とした日常が常態化しています。集落もまた

しかり、放置された空き家が目立ち、個々の世帯

を見れば、老老もしくは孤独な老人がひっそりと

暮らし、社会福祉の支援を受けたり、隣近所の助

けをかりながら、日々の暮らしをかろうじてしの

いでいる、生きているというような思いを強くす

るのであります。

現在の日本では、明らかに格差社会が存在し、

格差社会がもたらす深刻な社会不安も存在しま

す。都会と地方の格差、学歴の格差、所得格差、

、 、雇用の格差 正規とか非正規のことでありますが

等々であります。政府も格差是正について各種の

政策を打ち出しているものの、広く国民がその恩

恵に浴しているかといえば、いささか疑義のある

ところであります。

格差の行き着くところは貧困へとつながりま

す。今の日本では、飢え、飢餓等の絶対的貧困家

庭は少ないものの、普通の暮らしを営むために必

要な経済的条件を確保できない相対的貧困層はふ

え続けていると言われています。例えばお金がな

いと、子供の教育も限定されます。また、児童虐

待等も貧困に帰するとの指摘もあります。冠婚葬

祭、地域での日々のつき合い等、幾らやりくり算

段しても限界があり、ゆとりがなければつき合い

にも限界があります。市民生活の貧困は、地域社

会での交流を狭め、世の中を窮屈に生きる現況で

ありますが、さらに長寿ゆえの貧困も問題視され

てきております。

医療や施設の入所にはお金がかかり、またこれ

までの人生のかかわりの中でのつき合いも、むげ

に絶つわけにもまいりません。蓄えも尽き、貧困

生活を余儀なくされている老人世帯が急増してい

るとのことであります。

さて、貧困に対する最後のセーフティーネット
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には、生活保護制度がありますが、この救済制度

に当てはまらない貧困のはざまにある世帯が市民

生活で多く存在すること、このことが全体的に市

民生活を暗くし、社会不安を醸し出しているよう

に感じてなりません。

宮下市政２期目 「笑顔かがやく希望のまち、

むつ」を標榜し、精力的に市政の改善、発展に取

り組んでいただいていることは、市民誰もが認め

ているところでありますが、日が当たれば影もで

きます。影の部分を薄めることこそ為政者の課題

であり、責務であると考えます。

今任期も残すところわずか、最後の一般質問に

当たり、あえて市民生活と社会不安について日々

感じるまま次の５点を申し述べ、市長のご見解を

伺うものであります。

、 。１ 格差社会が生み出す社会不安をどう見るか

２、市民生活における相対的貧困の実情は。

３、貧困高齢者急増への認識は。

４、生活困窮者の窮状をどのように把握してい

るか。

５、生活困窮者支援の周知についてどのように

努めているか。

以上、２項目８点につき壇上からの質問といた

します。

〇議長（白井二郎） 市長。

（宮下宗一郎市長登壇）

〇市長（宮下宗一郎） おはようございます。浅利

議員のご質問にお答えいたします。

、 、まず 民有林の活用についてのご質問の１点目

森林環境税及び森林環境譲与税の詳細と使途につ

いてお答えいたします。

森林環境税及び森林環境譲与税は、パリ協定の

枠組みのもとにおける我が国の温室効果ガス排出

削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整

備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点か

ら創設され、森林環境税につきましては、令和６

年度より個人住民税を納めている国民１人当たり

年額1,000円が賦課徴収されます。また、森林環

境譲与税につきましては、森林環境税を財源とし

て、本年度より市町村及び都道府県に対して譲与

され、その使途といたしましては、間伐や人材育

成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等

の森林整備及びその促進に関する費用とされてお

ります。

次に、ご質問の２点目、現在の森林資源の活用

状況と間伐材の管理体制についてお答えいたしま

す。市内の林業事業者によりますと、当市におい

て生産された間伐材等の木材は、下北管内の製材

所を初め青森県内、岩手県、秋田県の合板工場な

ど、多方面に出荷されているほか、平成27年に当

市に誘致した下北王子林産株式会社や八戸市のバ

イオマス発電施設等のバイオマス燃料として出荷

されていると伺っております。

次に、ご質問の３点目、森林経営管理法に基づ

き、今後市としてとり得る施策についてお答えい

たします。本年４月１日に森林経営管理法が施行

され、経営や管理が適切に行われていない森林に

ついて、市町村が森林所有者の委託を受け経営管

理することや、意欲と能力のある林業経営者に再

委託することにより、林業経営の効率化や森林の

管理の適正化を推進する森林経営管理制度が始ま

りました。

当市といたしましては、本制度に基づき、森林

状況や森林所有者の意向調査等を実施し、所有者

から経営管理を委託したいとの申し出があった森

林については、経営管理を行うための権利を取得

いたします。

林業経営に適した森林につきましては、林業事

業体に再委託することにより森林の適正な経営管

理を図り、一方自然的条件に照らして林業経営に

適さない森林につきましては、当市が間伐等の森

林整備を実施することにより、森林の有する公益
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的機能の発揮を図り、林業の振興に努めてまいり

たいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと

存じます。

次に、市民生活と社会不安についてのご質問に

。 、お答えいたします 生活困窮に関する相談件数は

平成29年度124件、平成30年度229件と増加してお

り、相談窓口の需要が高まっていることから、就

労が可能な方には関係機関と連携して就労支援を

行うとともに、就労が見込めない方には生活保護

へ移行するなど、最低限度の生活の確保に努めて

いるところであります。

、 、また 現在生活保護を受給している世帯のうち

高齢者世帯の占める割合は57.9％となっており、

年々増加傾向にあることから、市では民生委員の

皆様の協力を得ながら、生活に困窮する方が必要

な援助を受けられるよう取り組んでおりますの

で、ご理解を賜りたいと存じます。

次に、そのほかのご質問につきましては、担当

部長からの答弁とさせていただきます。

〇議長（白井二郎） 福祉部長。

〇福祉部長（瀬川英之） 市民生活と社会不安につ

いてのご質問につきまして、市長答弁に補足し、

ご説明させていただきます。

日常生活にさまざまな不安をもたらす経済的困

窮や貧困に対応するため、平成27年度に生活困窮

者自立相談支援の窓口を生活福祉課に設置し、税

や子育てなどの相談を通じて生活困窮の状態にあ

ると判断される場合は、状況に応じた支援を行っ

ているところであります。

生活困窮者支援制度につきましては、市のホー

ムページや広報紙のほか、水道料金納付のお願い

文書に相談窓口の案内を掲載し、周知を図ってお

りますが、必要な方が必要な支援を受けられるよ

う、庁内関係部署はもとより、関係機関と情報共

有を図るとともに、民生委員の皆様のご協力を得

ながら、市民の皆様に寄り添った対応に心がけて

おりますので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（白井二郎） 16番。

〇16番（浅利竹二郎） いろいろご説明ありがとう

ございました。それでは、再質問させていただき

ます。

まず、民有林の活用についてでありますけれど

も、森林環境税、国民１人当たり1,000円の金額

が妥当だと思うかどうか、ちょっと市長のご見解

をお願いいたします。

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

1,000円という金額が妥当かどうかということ

ですけれども、この森林環境税ですが、国会によ

る審議を経て創設された国税であります。法律に

基づき賦課徴収されるものでありますので、金額

そのものについて、ここで論ずるということは差

し控えさせていただきたいと思いますけれども、

しかしながら譲与税という形で我々のほうに交付

されますこの1,000円という額について、市民の

皆様に納得いただけるような形で、むつ市ではし

っかりと活用してまいりたいと、このように考え

てございます。

〇議長（白井二郎） 16番。

（ ） 、〇16番 浅利竹二郎 私最近思うのですけれども

税金が必要だと、いろんなことに必要だというの

はわかっているのですけれども、例えば復興特別

税がありますよね。あと10月１日から消費税がア

ップします。そして、この森林環境税等々、要す

るに国民の税負担はどんどんふえる一方なので

す。それで、最近税務署といえば、江戸時代の年

貢を取り立てる悪代官みたいなイメージが私だん

だんと強くなってきているのですけれども、これ

についてはそういう思いがしているということだ

け言っておきます。余計なことでしたけれども。

再質問、２として、労働人口の減少の中、長期

にわたる森林管理が適切に行われている見通しは
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ついているのかどうか、このことについてお尋ね

いたします。

〇議長（白井二郎） 経済部長。

〇経済部長（佐藤節雄） 当市の林業従事者数は、

国勢調査によりますと 平成17年235人 平成22年、 、

221人、平成27年が193人と減少傾向ではあります

が、高性能林業機械の導入等による低コスト化、

森林経営管理制度開始による林業事業体の経営規

模の拡大や雇用の安定、森林環境譲与税を活用し

た人材育成や担い手の確保等により、将来にわた

って適切に管理されるものと期待しております。

以上です。

〇議長（白井二郎） 16番。

〇16番（浅利竹二郎） 森林経営といいますか、森

林管理については、長い年月を経ての、そういう

視点が必要だと思いますので、どうかよろしくお

願いいたします。

次、再質問の３ですけれども、所有不明者の森

林管理はどうなるのかというようなことを心配し

ております。資料によりますと、森林所有者から

経営管理を委託されても、林業経営に適さない森

林は市町村が管理するとなっているのですが、そ

の場合市町村は現業部分を抱えるのでしょうか。

ちょっとそこら辺をお尋ねします。

〇議長（白井二郎） 経済部長。

〇経済部長（佐藤節雄） 森林経営管理法の施行に

より、所有者不明の森林は、探索、公告を行い、

県知事の裁定を経て市へ経営管理権を設定するこ

とが可能となっております。

また、森林経営に適さない森林は、森林環境譲

与税等を活用して森林整備を実施することとなり

ますが、民間事業体への業務委託等により事業実

施いたしますので、現業部分を組織することはご

ざいません。

〇議長（白井二郎） 16番。

〇16番（浅利竹二郎） わかりました。この資料を

見ますと、森林経営に適さない森林は市町村が管

理するとなっているものですから、そういうのが

現業で抱え込むのかなと、そういう懸念がありま

したので質問しました。

再質問の４として、いろいろ森林管理をしてい

る中で間伐材とか何かが出てくると思うのですけ

れども、具体的な利活用といいますか、地域おこ

しのアイデア等に結びつけるのかどうか、そこら

辺をお尋ねします。

〇議長（白井二郎） 経済部長。

〇経済部長（佐藤節雄） 具体的な活用といたしま

しては、むつ市総合アリーナ建設事業や大畑庁舎

移転事業におきまして、材料の一部に木材を活用

し、市民の皆様に木の温もりを感じていただく施

設を整備することや、地域おこしといたしまして

は 「漁師の森」整備事業として、森林を守るこ、

とは海を守ることということから、植樹活動等の

森林整備を行うことなどを考えております。

〇議長（白井二郎） 16番。

〇16番（浅利竹二郎） もう一度お尋ねしますけれ

ども、漁師を守る森、ということだったでしょう

か。そういうことだったでしょうか。それで、こ

れについて私は初めて聞きましたけれども、具体

的にもう少し説明をお願いしたいと思います。

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

「漁師の森」整備事業でありますけれども、こ

れは森、川、里、海というのは、これ水でつなが

ってございます。豊かな森のミネラルを海に供給

して、ホタテやナマコなどの水産資源を育む森づ

くりを目的として、ブナやナラの苗木を植樹する

事業ということで、実はこれ平成30年度から川内

地区でやってございまして、現時点で年間300本

の苗木を植樹してございます。これは、川内地区

の市有林のエリアの中で川内町漁協が事業主体と

なってやっている事業でございます。
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〇議長（白井二郎） 16番。

〇16番（浅利竹二郎） 大変いいことでございます

ので、特に森林環境税とかそういう税金等も、国

民の負担も考慮して、そういう前向きな施策をす

るということにつきましては大賛成でございます

ので、これからも期待しております。

それで、要望としまして、森林環境の疲弊が著

しい現状において、森林経営管理法等によりしっ

かりとした制度設計をし、民有林の活用を図って

いただきたいということを要望しておきます。

次は、大きい項目の市民生活と社会不安につい

ての再質問でございますが、全般を通じて再質問

させていただきます。

まず、貧困とか生活困窮者という言葉がよく使

われるのですけれども、これについての定義みた

いなものはあるのでしょうか、お尋ねします。

〇議長（白井二郎） 福祉部長。

〇福祉部長（瀬川英之） お答えいたします。

貧困につきましては、厚生労働省の国民生活基

礎調査などにおいて、相対的貧困として、世帯の

所得が一定に満たない世帯を指しておりまして、

例えば平成28年度の調査では単身世帯で122万円

未満となっております。また、生活困窮者につき

ましては、生活困窮者自立支援法の中で 「就労、

の状況、心身の状況、地域社会との関係その他の

事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生

活を維持することができなくなるおそれのある

者」と定義をされております。

以上です。

〇議長（白井二郎） 16番。

〇16番（浅利竹二郎） わかりました。ありがとう

ございます。

再質問の２としまして、貧困、生活困窮等につ

いての生活相談でどのような内容が多いのか、ま

たその受けた内容について、生活困窮者から抜け

出す努力の手助けの具体的な内容、方策というも

のがあったらお尋ねします。

〇議長（白井二郎） 福祉部長。

〇福祉部長（瀬川英之） お答えいたします。

相談内容につきましては、失業による収入の減

少、医療費や介護費の負担の増加などが多くなっ

ておりまして、近年は複数の要因を抱えた方の相

談が多くなっております。

手助けの具体的な内容につきましては、ハロー

ワークと連携した就労支援や社会福祉協議会の一

時的な貸付制度の利用のほか、債務を抱える方も

多いことから、消費生活センターや法テラスと連

携した支援等も行っております。

以上です。

〇議長（白井二郎） 16番。

〇16番（浅利竹二郎） 私がなぜこのような質問を

したかといいますと、最近のニュースで児童相談

所と警察、その他いろんなところが連携不足で、

いたいけな児童が犠牲になった報道もされており

ます。この貧困、生活困窮者対策において、関係

機関が密接に連携していただいて、このようなそ

ごのないようによろしくお願いいたします。

それでは、再質問の３番ですが、市民生活にお

ける社会不安は貧困と格差に帰すると、そういう

ふうな思いがありますけれども、市長として貧困

からの脱却、格差社会解消の決意を、市長、ぜひ

お願いいたします。

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

貧困からの脱却、格差社会の解消ということで

すけれども、私としては生活困窮者に対する対策

というのは当然のこととしても、やはり地域経済

というのをどう活性化するかということに、その

困窮という問題は尽きると思っています。という

のも、日本の中でも地域ごとにやはり困窮の割合

、 、というのは違いますし またむつ下北というのが

それでは青森県の中でどうか、それは日本の中で
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どうかということになると、なかなかおくれてい

ると言わざるを得ない部分もあります。したがっ

て、地域経済というものをどのように活性化する

かということが大事だと。

その要点は、やはり教育、人づくりにあると私

は思っています。これは、時間がかかりますけれ

ども、例えばどんなに高い理想があって、こうい

う世の中を実現しようというふうにみんなで言っ

たとしても、それ実現する人がいなければ、これ

は何もならないわけです。農業や漁業一つをとっ

ても、今ＩＣＴとかＡＩとかと言われている時代

です。人がいなくても豊かな海があれば、たくさ

ん多くの生産品ができる時代になりつつあると。

ただ、ではそれを担う人材をどのように育ててい

くのかということも大事ですし、またマーケット

も世界に広がっていますと、東南アジアは人口が

ふえていますといっても、ではそこに売って歩く

人というのはどこにいるのだというと、なかなか

難しい状況になるということですから、やはり人

づくり、教育をしっかりとして、そして地域経済

を活性化する人材を育成して、地域をより豊かに

すると。その中で貧困という問題へアプローチで

きればいいかなというふうに考えておりますし、

またそういったことが全国で行われるようになれ

ば、豊かな日本が形成されるというふうに私自身

は考えてございます。

〇議長（白井二郎） 16番。

〇16番（浅利竹二郎） ありがとうございます。現

実としまして、社会生活では貧困も格差もありま

す。それに対して今市長、人づくりとか人材づく

りで対応したいということを言われました。市長

には、そういう社会不安の部分があることを認識

のうえで、これからも日の当たらない部分の市民

生活にも意を用い、全ての市民が住んでよかった

と思うむつ市づくりに励んでいただきたいという

ふうに思います。

そのことを要望し、むつ市議会第241回定例会

の一般質問を終わります。ありがとうございまし

た。

〇議長（白井二郎） これで、浅利竹二郎議員の質

問を終わります。

、 。ここで 午前10時40分まで暫時休憩いたします

午前１０時３０分 休憩

午前１０時４０分 再開

〇議長（白井二郎） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎佐賀英生議員

〇議長（白井二郎） 次は、佐賀英生議員の登壇を

求めます。11番佐賀英生議員。

（11番 佐賀英生議員登壇）

〇11番（佐賀英生） おはようございます。11番、

創世むつの佐賀英生でございます。むつ市議会第

241回定例会に当たり、通告に従いまして一般質

問させていただきます。理事者各位の前向きな答

弁をよろしくお願いいたします。

６月下旬、女房の姉とおいっ子が２世帯住宅を

建てたということで、車で東京都日野市に行って

まいりました。仙台で結婚式があり、次の日は市

ヶ谷で、いつもご招待をいただいている関東大畑

会があったので、車で行ったのですが、東北道の

あちこちで改修工事が行われており、道路がよく

なってきていることと、サービスエリアが広くな

ってきていることが目につきました。各サービス

エリアも競争のごとく工夫を凝らし、集客に努め

ているということがうかがえました。

久々に多摩地区を経由して圏央道を通って行き

、 、ましたが 中央道と圏央道などがかなり延伸され

立派になってきたことに驚かされました。おかげ

で、距離的には遠回りでしたが、時間的には早く
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着くことができ、日野市周辺を見てくることがで

き、町田市のキャンパスエリアが近いということ

もあり、昔と比べてかなりアパート群が目立って

おりました。

次の日は、関東大畑会に出席し、先輩方と懇親

し、元気をもらってまいりました。

３泊４日の旅行をし、大畑に帰ってきて、２日

後に幼なじみが東京で亡くなったと連絡が入り、

片づけや何やかんやがあるので、車でまた東京に

、 。行くことになり ハードな10日間を過ごしました

幼なじみは、とても健康な人で、突然の訃報はシ

ョックでした。年齢も４歳しか違わず、まだまだ

元気にやっていける年代なのですが。

私も、55歳ですが、健康には気を使っていなか

ったので、生まれて初めて健康診断なるものに行

ってきて、がんを中心とした検診を受けてきまし

た。残すは個人病院での胃がん検診を待つのみと

なっております。

同年代の中では極めて元気がよいほうですが、

年相応の老いが感じられてきていますので、孫を

見るまでは元気でいたいと思っていますが、家族

や周りからは、少し弱ってくれと言われておりま

す。

市の案内で健康診断を受けたのですが、こうい

う制度があるので、利用しない手はないと思った

ことと、自分の体調管理も大事な活動の一環であ

ると思わされた時間でもありました。

大畑祭りもありますし、下旬には４年に１度の

大事なイベントもありますので、元気いっぱいに

活動していきたいと思うきょうこのごろでござい

ます。

それでは、通告に従いまして、２項目７点につ

きまして質問させていただきます。

まず、１項目めの健康診断について質問いたし

ます。前段で述べたとおり、過日８月23日に健康

診断に行ってまいりました。受け付けが７時半か

らということで、７時50分ころに行きましたら、

たくさんの人が既に来ており、私が86番、私の後

に来た人が３人しかおらず、約90人からの市民の

皆さんが健康診断に来ておりました。

私は、この手の健康診断が生まれて初めてなの

で、思っていたよりたくさんの人が来ているなと

いうことに驚かされるとともに、体に気を使って

いる市民が結構いるのだということにも感心いた

しました。大畑地区での本年４回目の健診だった

かと記憶しておりますが、比較的若い人が多かっ

たことに興味がありました。

待ち時間が結構あったので、あちこち見回し、

暇を潰していると、ふと私のおはこであるなぜな

に好奇心が湧いてきました。ケンシンという文言

。 「 」、が２つあるではないですか １つは健康の 健診

もう一つは検査の「検診 。大畑のケネディ家と」

称される佐賀家では、わからないことはすぐ調べ

るという家訓を実行し、スマートフォンで辞書引

、 「 」 、きをすると 健康の 健診 は健康診断のことで

「健康かどうか調べ、病気の危険因子を早く見つ

けることができる一次予防」とあり、検査の「検

診」は、がん検診などのように 「特定の病気を、

早期に発見して早期に治療するための二次予防」

とあり、きょう私が受けているのは、がん検診に

当たるのかと思い、個人病院で半年に１度、あり

がたいことに半強制的に行われている血液検査は

前段の健診だということがわかった瞬間でもあり

ました。ちなみに、血液検査の結果は、毎回「極

めて健康」と言われております。

日本における近代的な健康診断の仕組みは、結

核の撲滅という目的のためにスタートしたと言わ

れています。検診車で回るスタイルも一般的にな

っておりますが、これは結核予防を目的とするレ

ントゲン車が始まりとも言われております。学校

や職場、地方公共団体で行われる法令により実施

が義務づけられているものと、受診者の意思で行
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われるものがありますが、任意に行われる健康診

断は診断書の発行を目的としており、より詳細な

検査を行い、疾患の早期発見を目的としたサービ

スを人間ドックと称しており、船舶のオーバーホ

ール施設になぞらえているとのことです。

人間ドックの起源は、聖路加国際病院で実施さ

れた多目的診断とされており、1955年に内科の検

査を中心とした５日間の外来人間ドックが愛知県

中央健康相談所で始められ、さらに1958年、聖路

加国際病院で１泊２日の短期入院ドックが考案さ

、 。れ 現在の人間ドックの基本系とされております

ことし２月、経済協力開発機構ＯＥＣＤは、日

本人は健康診断を受ける機会は多いが、本当に費

用に見合う効果的なものなのか、項目や頻度を削

減する余地はないのか、見直すべきだと提言して

おります。日本では、まだ喫煙率が高いことや、

女性の飲酒量がふえることに懸念を示し、健診に

偏ることなく、病気予防のための包括的な政策を

とるべきと指摘しており、無駄な検査や不要なエ

ックス線被曝などが生じている可能性があり、健

診を提供する側、お金を出す側、受ける人も含め

て必要性を検討してはどうかと提案しておりま

す。

また、日本のがん検診は、年齢や頻度、方法が

自治体や職場で一体感がないため、国の指針に従

い一律に実施、登録し、検査の質を向上すべきと

し、男性の喫煙率、女性の飲酒量の増加傾向を問

題視し、たばこの規制や屋内禁煙の強化、酒を販

売できる場所の制限や時間帯など、的を絞った対

策を講ずるべきとしております。

私は、一部はうなずける部分もありますが、一

部には大きなお世話だと言いたい部分もありま

す。健康診断は完璧ではないので、日々の自己管

理をしっかりとし、自身で選択していくべきと考

えております。報告のミスも指摘されている事案

もあることから、定期的な検査及び総体的な健康

管理が必要なのではないかと思っております。

以上のことを踏まえ、質問いたします。

１点目として、受診対象者と受診項目について。

２点目として、受診率の推移について。

３点目として、受診結果のお知らせについて。

４点目として、受診結果のミスについて。

以上、４点について市長にお伺いいたします。

２項目めの認知症について質問いたします。認

知症は、脳細胞の死滅や活動の低下によって認知

機能に障害が起き、日常生活、社会生活が困難に

なる状態の総称です。認知症イコール物忘れとす

るイメージが多いと思いますが、記憶の消失だけ

、 。ではなく 理解力や判断力にも大きく影響します

認知症を引き起こす原因はさまざまで、その発

症の過程にもアルツハイマー型認知症、脳血管性

認知症、レビー小体型認知症などの種類に分類さ

れます。

認知症は、かつては痴呆症と呼ばれておりまし

たが 「痴呆」という言葉に侮蔑的な表現が含ま、

れているということで、2004年12月に厚生労働省

の用語検討会において「認知症」への言いかえが

決まりました。

認知症による記憶障害は、加齢による物忘れと

よく間違えられます。しかし、きのう食べた夕食

が思い出せないといった物忘れとは根本的に異な

り、夕食を食べたという体験そのものを忘れてし

まうのです。体験そのものを忘れ、時間や場所の

見当もつかず、自覚がなくなり、生活への支障が

生じます。

アルツハイマー型認知症は、認知症のうち最も

多く見られる症状で、全体の半数以上と言われて

おります。脳にアミロイドβやタウ・タンパクと

いうたんぱく質が異常にたまり、脳細胞の損傷や

神経伝達物質が減少します。これにより脳全体が

萎縮し、引き起こされると言われております。主

な症状は、物忘れなどの記憶障害、時間や場所な
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どの認識が低下する見当識障害、計画を立てる、

こなすことが困難になる実行機能障害です。

レビー小体型認知症は、レビー小体という特殊

なたんぱく質が脳内に生じることで、脳神経細胞

が破壊され、それに伴い発症するのが特徴です。

ほかの認知症と同じく、物忘れなどの記憶障害や

見当識障害、実行機能障害が見受けられ、さらに

パーキンソン症状や幻視、自律神経症状、薬剤へ

の過敏症などが挙げられます。個人差はあります

、 、 。が 幻覚 幻視による暴力行為も見受けられます

脳血管性認知症は、脳卒中による脳血管の詰ま

りや破れから生じる病気を脳血管障害といいま

す。この障害により脳細胞が死滅することで発症

する認知症のことをいいます。アルツハイマー型

認知症と同じく、記憶障害や見当識障害などが見

られますが、脳細胞の損傷によって、麻痺や言語

障害を伴うこともあり、症状に対して本人の自覚

も強く、抑鬱や感情のコントロールができないた

め、投げやり的な状態になりやすいといったこと

もあります。

ほかの病気と同様に、認知症も早期発見、早期

治療は重要です。認知症が疑われる症状があって

も、早く対処すれば治療できるような別な病気の

可能性もあります。認知症であることが確定して

いても、早い段階からさまざまな治療や介護サー

ビスを受けることで、その後の生活の質が向上す

ることもあるからです。おかしいなと思っても、

本人がかたくなに受診を拒むことが多いのが現実

ですが、勇気を出して口説いて受診させることを

私は勧めます。何もなければ、それにこしたこと

はないからです。ちなみに、私の家の場合は、受

診させるまで１年近くかかり、大変な目に遭った

からです。

私も数人の方から相談を受け、対処したことも

ありますが、ほかの人のことには優しく対応しま

したが、事自分の身に降りかかってくると、想像

以上に大変だということを気づかされました。認

知症には、家族の忍耐と周りの人の理解と協力が

必要と考えさせられております。

私のケースは、母親がいて、私がいて、女房が

いて、妹がいるので、ほかのケースよりは介護に

ついてはまだ恵まれているほうだと思っておりま

す。

以上のことを踏まえ質問いたします。

１番目として、認知症患者の人数と推移につい

て。

２番目として、認知症患者に対するフォローに

ついて。

３番目として、認知症患者の家族のフォローに

ついて。

以上、３点について市長にお伺いいたします。

以上で壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（白井二郎） 市長。

（宮下宗一郎市長登壇）

〇市長（宮下宗一郎） 佐賀議員のご質問にお答え

いたします。

まず、健康診断についてのご質問の１点目、受

診対象者と受診項目について及びご質問の２点

目、受診率の推移につきましては、担当部長から

の答弁とさせていただきます。

次に、ご質問の３点目、受診結果のお知らせに

ついて、４点目、受診結果のミスについては関連

がありますので、一括してお答えいたします。

市では、市民の皆様が健康で元気に過ごすこと

ができるよう、むつ市総合経営計画にある「一人

ひとりの健康づくりの推進」に基づき、病気の早

期発見・早期治療を目的に各種健康診査事業の推

進に取り組んでいるところであります。

市の健診結果の通知につきましては、それぞれ

健診の委託先から市へ送付されてきたものをその

まま市から受診者に発送する方法と、健診を受け

た医療機関から直接受診された方へ結果をお知ら
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せする方法があります。そのため市では、そもそ

も職員が入力を行っておりませんので、入力ミス

による誤送付はないものと考えておりますので、

ご理解を賜りたいと存じます。

、 、次に 認知症についてのご質問につきましては

担当部長からの答弁とさせていただきます。

〇議長（白井二郎） 健康づくり推進部長。

〇健康づくり推進部長（佐藤孝悦） 健康診断につ

いてのご質問の１点目、受診対象者と受診項目に

ついてお答えいたします。

市で行う健康診査事業についてでありますが、

まず40歳以上の国民健康保険加入者を対象とした

特定健康診査や後期高齢者医療保険加入者を対象

とした後期高齢者健康診査などがあります。これ

は、生活習慣病等の予防を目的としたもので、受

診項目は身体計測、血圧測定、医師の問診のほか

尿検査、採血、心電図検査、眼底検査となってお

ります。また、悪性新生物等の早期発見を目的と

し、厚生労働省の指針に基づいた内容で胃がん検

、 、 、診や大腸がん検診 肺がん検診 子宮頸がん検診

乳がん検診のがん検診やその他各種検診をそれぞ

れ定められた内容に沿って実施しております。

胃がん検診、大腸がん検診、肺がん検診、乳が

ん検診は、40歳以上を対象とし、検診内容はそれ

ぞれ胃部レントゲン検査、便潜血反応検査、胸部

レントゲン検査と必要な方には喀たん検査、乳が

んマンモグラフィー検査を行っております。子宮

頸がん検診は20歳以上を対象とし、医師による視

診、細胞診、内診を行っております。

次に、ご質問の２点目、受診率の推移について

お答えいたします。まず、国保の特定健康診査に

ついてでありますが、平成29年度の受診率は

32.1％で、前年度から1.0％アップ、後期高齢者

健診では平成30年度は12.5％で 前年度から0.5％、

のアップとなっております。

また、各種がん検診の平成29年度と平成30年度

の受診率の推移を見ますと、胃がん検診の受診率

は13.6％、乳がん検診の受診率は21.4％で、それ

ぞれ0.5％のアップ、子宮頸がん検診は17.3％で

横ばい、大腸がん検診、肺がん検診は11.0％と

9.8％で、受診率は伸び悩んでいる現状にありま

す。

以上であります。

〇議長（白井二郎） 福祉部長。

〇福祉部長（瀬川英之） 認知症についてのご質問

の１点目、認知症患者の人数と推移についてお答

えいたします。

認知症患者の推計値の推移といたしましては、

平成26年３月末の約2,500人から平成31年３月末

現在で約2,800人と増加をしております。

ご質問の２点目、認知症患者に対するフォロー

についてでありますが、現在市で行っている認知

症患者ご本人への認知症施策といたしましては、

認知症初期集中支援チームの設置、むつ市高齢者

等見守りネットワーク事業、むつ市認知症ＳＯＳ

ネットワーク事業等を実施しているところであり

ます。

ご質問の３点目、認知症患者の家族のフォロー

についてでありますが、現在市の認知症患者のご

家族に実施している認知症施策といたしまして

は、認知症カフェの開催やむつ市認知症支援ガイ

ドブックの発行等を行っているところでありま

す。

いずれにいたしましても、認知症の支援につき

ましては、市民の皆様に認知症を理解していただ

くことが重要でありますことから、認知症サポー

ター養成講座の開催等を通じて、認知症の理解を

地域に広め、やさしさでつながるまちづくりを進

めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じま

す。

〇議長（白井二郎） 11番。

〇11番（佐賀英生） 答弁をいただきました。順番
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に行くのですけれども、１項目めの３番、４番、

先ほど市長の答弁がございましたが、当市では直

接的な発送はしていないということは、かなり当

市にはミスというか、しくじり、事件が起こった

ことはないと理解しました。

というのは、皆様ご承知のとおり、先般岐阜の

ほうでそういう内容の入力ミスがあって事件があ

ったということがありましたので、調査させてい

ただきましたら、各自治体によってそういう発送

の方法ですとかやり方が違うということで、当市

においては該当しないということを理解いたしま

した。

１番目と２番目の受診対象者と受診項目、これ

も私のちょっとミスで、健康づくりカレンダーに

しっかり書いてあったのですが、見なかったもの

ですから、大変恐縮しております。

初めて健康診断に行きまして、大変いいシステ

ムだなと、そのように思ったものですから、今回

させていただいたわけですが、受診率、先ほど答

、 。弁にありました 余り思っていたより高くないと

この受診率を高くすることによって、例えば病院

に行く回数も減ってくるですとか、健康にいいで

すとか、先ほど言った体調がよくなって仕事がい

っぱいできるとかというふうになってくるわけで

すが、受診率を上げるための施策といいますか、

方法といいますか、何かそのようなものがありま

したら、ご答弁願います。

〇議長（白井二郎） 健康づくり推進部長。

〇健康づくり推進部長（佐藤孝悦） お答えいたし

ます。

各種検診、受診率アップの取り組みについてで

ありますが、集団健診につきましては、平日に受

診できない方へ休日夜間検診の実施、小さなお子

様がいらっしゃる方のためには、託児つき健診の

実施など、受診者の利便性を考慮した健診体制に

努めております。

また、医療機関で受診する個別検診では、委託

機関の拡大を図っており、現在特定健診は12医療

機関、子宮頸がん検診は４医療機関、乳がん検診

は２医療機関、胃、大腸、肺がん検診は１医療機

関で実施しております。

また、各種検診の受診対象者には、個別通知に

より受診勧奨を行っているほか、今年度中にスマ

ートフォンやパソコンなど、ウエブ上で各種検診

の予約ができるウエブ検診予約システムを導入

し、気軽に検診の申し込みができる体制づくりに

努めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じ

ます。

〇議長（白井二郎） 11番。

〇11番（佐賀英生） いろいろな施策をしているみ

たいで、今ちょっと関心があったのが、夜間検診

というのが、これは今言った時間が書いているの

ですが、それは今初めて聞いたのですが、夜間検

診について、もうちょっと詳しくお教え願えます

でしょうか。

〇議長（白井二郎） 健康づくり推進部長。

〇健康づくり推進部長（佐藤孝悦） 夜間の実施に

ついてですけれども、平成30年度は乳がん、子宮

頸がん検診で７回、そのほかに骨密度検診で３回

実施しており、午後５時半からの実施となってお

ります。

〇議長（白井二郎） 11番。

〇11番（佐賀英生） わかりました。どのような受

診率かはちょっとわからないですが、今後におい

て、やっぱりもう少し受診率が高められればいい

なと考えるわけですが、何か高めるための、啓蒙

活動というのか、多分市の広報とかそういうのは

していると思うのですが、何か今より一層受診率

を高めるみたいな施策とか考え方というのはあり

ますでしょうか。

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。
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今年度からですけれども、ウエブ検診予約シス

テムということで、ウエブ上で検診の予約ができ

るというようなことを考えてございます。これど

れだけ見込むのかということですけれども、この

ウエブ検診の予約については、平日の時間内はも

ちろんですが、いつでもこの予約ができることに

なりますので、相当程度これによって予約がしや

すくなるというふうに見込んでいるところでござ

います。

以上です。

〇議長（白井二郎） 11番。

〇11番（佐賀英生） 今ウエブ予約、こういう時代

ですから、大変いい施策だなと。結局なかなか受

け付けができないと。ただ行って、この前もちょ

っと若い人たちと話をしたのですが、やっぱりそ

うなってくると受診しやすいと。また、手続がし

やすいというものがかなり広がってくるのではな

いかと。

、 、大変いい施策だと思うのですが ただ１つだけ

私このウエブというのが余り信頼性が薄いという

か、ウイルスとかいろんなものが入られてくると

困るというのがあるような気がして、例えば特に

このような検診ですとか云々というのは、名前と

か住所とか年齢とか、そのほかに疾患性のやつ、

これとかというのが出てくれば、個人情報の中で

もかなりナーバスな部分になってこようかなと思

うのです。これからということなので、内容は決

、 、まっていないとは思うのですが そこら辺の対策

個人的な情報が漏れないような対策とか、そうい

うものまで現在考えていらっしゃるのでしょう

か、そこら辺もお願いいたします。

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

市役所というのは、個人情報さまざまな形で取

り扱っております。これウエブ上で管理するとい

うことよりは、独自のネットワークでやっている

場合もあるのですけれども、それと同様に個人情

報の取り扱いについては、慎重を期したうえで運

用を図っていきたいと、このように考えておりま

す。

〇議長（白井二郎） 11番。

〇11番（佐賀英生） ありがとうございます。やは

りそういうところは重々に気をつけてやっていた

、 、だきたいですし またいい施策だと思いますので

どんどんＰＲして、受診率を上げていただきたい

と思っております。

２番目の認知症についてなのですが、これ今回

実体験、うちがそれを体験したものですから、う

、 、 、ちのおやじ おばさん２人 都合３人が認知症で

この３人の会話を聞いていると大変おもしろいも

のがあるのですが、人の話、また相談を受けてい

ろいろ手続してあげるのは楽だったのですが、い

ざ自分に降りかかってきますと、こんな大変なも

のはないと。そういうことでやっているわけで、

うちのおやじの場合は、レビー小体型のちょっと

危険なタイプなもので、私と同じで余り気が長く

ないほうなものですから、周りが結構大変な感じ

なのですが。

この推移、これからどちらかというと高齢化が

進んでいる最中ですが、まだまだ推移的にはふえ

ていくような感じと捉えてよろしいでしょうか、

答弁をお願いします。

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

むつ市第７期高齢者福祉計画・介護保険事業計

、 、画では 住民基本台帳に基づく推計ですけれども

市の高齢者人口というのは本年度ピークを迎える

こととなってございます。もう一つデータがあっ

て、むつ市人口ビジョン、これは国立社会保障・

人口問題研究所というところのデータに基づくも

のですけれども、その場合は2025年に高齢者の人

口のピークを迎えるということでなっています。
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いずれにしても本年度からあと５年ぐらいまで先

ということでピークを迎えるという推計でござい

ます。

〇議長（白井二郎） 11番。

〇11番（佐賀英生） わかりました。大体横ばいと

言うとあれですけれども、大きな動きがないまま

推移していくというふうな理解をしました。

家族のフォローの件についてなのですけれど

も、さっきの健康づくりカレンダーとかいろいろ

見ますと、グループごととかそういうものはでき

るのですが、個人が、例えば老老介護ですとか、

うちの近所にも何人かいらっしゃるのですが、な

かなか集まって話ができない、また認知症の相談

もしにくいという部分が考えられます。そういう

ときの役所としての個別なフォローというのはど

のようにしているのかをお教え願いたいと思いま

す。

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 認知症のご本人様やそのご

家族からの相談、それから集いの場として市内４

カ所で認知症カフェの開催を実施しております

し、また認知症初期集中支援チームの活動ですと

か、むつ市認知症ＳＯＳネットワーク事業などを

実施することによって対応してございます。

〇議長（白井二郎） 11番。

〇11番（佐賀英生） 個々に対応できるということ

であれなのですが、赴いて、その家に保健師さん

か誰かが行くかと思うのですが、行って例えばそ

ういう相談があったときに、相談に乗るだけに限

らず、その状況を見てきたりなんかというその実

態的な、移動しながらやるというような方法とい

うのもあるのでしょうか。

〇議長（白井二郎） 福祉部長。

〇福祉部長（瀬川英之） お答えいたします。

市のほうの地域包括支援センターという組織が

ございます。そちらのほうに相談いただければ、

私どものほうで、まずご自宅等にお伺いいたしま

して、状況等を確認させていただくというふうな

対応をとっております。

以上です。

〇議長（白井二郎） 11番。

〇11番（佐賀英生） なりたくてなるわけでもあり

ませんし、やはりその周りの家族の人たちの理解

がなければなかなかこの認知症というのも厄介な

問題かと思っております。

今の答弁等々で、大変取り組みが一所懸命にや

られているということと、そしてそれから二重、

三重になってやっていけること、また健康診断に

ついてもこれからウエブとかいろんなもので広げ

ていくということで、まずはきのうではないです

けれども、人生100年と言われているのには、健

康で100年だったら皆さんウエルカムですけれど

も、病気して寝込んでの100年というのはなかな

か大変かと思いますので、ぜひとも健康福祉には

お力を入れていただきたいと思います。

30分ですので、終わります。

〇議長（白井二郎） これで、佐賀英生議員の質問

を終わります。

ここで、昼食のため午後１時まで休憩いたしま

す。

午前１１時１０分 休憩

午後 １時００分 再開

〇議長（白井二郎） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎中村正志議員

〇議長（白井二郎） 次は、中村正志議員の登壇を

求めます。14番中村正志議員。

（14番 中村正志議員登壇）

〇14番（中村正志） こんにちは。自民クラブの中
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村正志です。むつ市議会第241回定例会に当たり

一般質問を行います。市長並びに理事者の皆様に

おかれましては、明快かつ具体的で前向きなご答

弁をお願いいたします。

いつもいるはずの村中徹也議員がこの議場にお

りません。この議場で徹也さんの発言を聞くこと

は、もうかないません。ただただ寂しく残念で、

大きな喪失感が私を覆っています。

、 、 、私が初当選以来 徹也さんは 年下の私に対し

あの本気とも冗談ともとれる口調で、優しく、時

には厳しく、兄貴のように接してくれました。そ

れが私にはとても心地がよかったです。先日のむ

つ市市制施行60周年記念の式典の中の映像で、前

庁舎の閉庁の写真、宮下順一郎市長と村中徹也議

長のツーショット。あれはずるいなと、ぐっと来

ました。

徹也さんとは、水戸の居酒屋で日韓ワールドカ

ップのベルギー戦を見ましたし、函館山にも登り

ました。一緒に正副議長も務めましたし、いわれ

のない裁判もともに戦いました。たくさんの思い

出がある中で、今私の頭の中で何度もこだまする

徹也さんの言葉は 「正志、ちゃんととれ、正志、

ちゃんととれ」です。これは、以前県内の市議会

議員の野球大会があったころ、徹也さんがピッチ

ャーで、私がキャッチャーでバッテリーを組んだ

とき、徹也さんのボールをうまくキャッチャーミ

ットにおさめることが繰り返しできなかったこと

に対して言われた言葉です。今なぜこの言葉が強

く思い出されるのか、私にはその理由も意味も全

く見当がつきません。

また、議長就任の挨拶の中で徹也さんは、議会

のあり方について、次のように述べています。行

政と議会を車の両輪に例え、この両輪は決してバ

、 、 、ックしない 停止もしない そして独立して回り

そのスピードには違いがあるということ、また民

意や世論に対して常に敏感である必要性について

述べ、まとめとして、総じてリベラルデモクラシ

ーで行うと、その理念と運営の一端を話されまし

た。地方自治における二元代表制の一翼を担う議

会の重要性や役割、議員の姿勢や覚悟を教えてく

れたものと私は感じています。

これまでの徹也さんの議会に対する姿勢は、む

つ市議会の道しるべとして今後も長く存在し続け

るでしょう。

徹也さん、ありがとうございました。改めて心

からご冥福をお祈りいたします。

それでは、村中議員には遠く及びませんが、午

後のひとときを、子守歌がわりでも構いませんの

で、中村正志の一般質問におつき合い願います。

質問の第１は、市役所の職員の採用についてで

あります。一般的に景気と公務員の志願者数には

負の相関関係があるとされています。景気がよく

なればなるほど公務員の志願者は減り、景気が悪

くなれば志願者がふえるということであります。

景気がよくなれば、企業は採用数をふやします。

給料も上がりやすくなるので、企業の人気が高ま

り、景気が悪いときには安定志向に向かうごく自

然なことだと思います。

総務省が発表した公務員試験の競争率の推移に

よると、2010年度の9.2倍をピークにして競争率

は年々下がり続けています。この状況は、景気の

好転を背景とした一過性のものなのか、それとも

公務員人気の陰りを示したものなのかは判断が難

しいところではありますが、若者の人口が減少し

ていく中で、どのようにして人材を確保していく

かは大きな課題であります。

若者の数が減り、企業との人材獲得競争が激化

し、地方自治体に求められる役割も高度化してい

く中にあっては、採用活動にもより一層のレベル

アップが必要と考えます。

本当に必要な人材を獲得できるかどうかという

ことは、組織の盛衰に大きな影響を与えます。そ
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して、役所という組織の盛衰は、この地域の命運

をも左右しかねません。自治体の採用活動の成否

に地域の未来がかかっていると考えます。

以上から、職員の採用について、１点目、むつ

、 、市のこれまでの受験者数の推移について ２点目

採用方法の多様化についてむつ市がこれまでに取

り組んできたこと、これから取り組みたいことに

ついて、あわせてお尋ねいたします。

質問の第２は、キャッシュレス決済の促進につ

いてであります。キャッシュレス決済と一口に言

っても、その手段は多様化しています。クレジッ

トカードのほか、即時に銀行口座からお金が引き

落とされるデビットカード、運輸、流通業界など

が発行する電子マネー、スマートフォンを利用し

たＱＲコードを使った決済などがあります。

経済産業省によると、日本のキャッシュレス決

済比率は2015年で18.4％、韓国の89％、中国の

60％、アメリカの45％などに比べて普及がおくれ

ています。訪日客１人当たりの旅行消費額が最近

落ち込んでいる要因にも、この日本のキャッシュ

レス化のおくれを指摘する声があります。

こうした中、キャッシュレス決済の本格的な普

及促進に向けて、まとまった予算をつける自治体

が出てきています。日本経済新聞社が実施した

2019年度全国815市区予算調査によると、19年度

にキャッシュレス決済関連の事業を計画している

と回答したのは156市区、全体の19％に上ってい

ます。内訳は、商店街産業振興が73市区、市税・

公共料金収納が37市区、観光振興・インバウンド

誘致が30市区、公共交通対応が16市区となってい

ます。

また、自治体の業務効率化や住民サービス向上

のため、市税・公共料金収納などのキャッシュレ

ス化の取り組みも広がっています。

、 、以上から キャッシュレス決済の促進について

１点目、むつ市において市税、公共料金等の収納

のキャッシュレス化のこれまでの取り組みについ

てと、今後スマートフォンを利用した決済の導入

に向けた取り組みについてお尋ねいたします。

２点目として、民間でのキャッシュレス決済の

普及促進について、むつ市として市内企業のスマ

ートフォンを利用した決済の普及促進をどのよう

に捉え、どのような取り組みをしていくのか、環

境整備に向け、思い切った予算措置も必要と考え

ますが、あわせてお尋ねをいたします。

質問の第３は、教育行政についてであります。

その１点目は、2020年度、県立高等学校募集定員

の減少についてであります。ご案内のとおり来年

度の下北地区の県立高校の募集人員は、大湊高校

が総合学科１学級の減で40人の減、むつ工業高校

が電子科の募集停止で35人の減、合わせて75人の

募集人員の減少となります。75人というと、ほぼ

大平中学校の１学年分くらいの減少となることか

ら、生徒の進路選択、中学校の進路指導に対し、

大きな影響が出るものと考えます。

そこで、募集人員の減少が現場に与える影響と

各中学校においての対策はどうなっているのかお

尋ねをいたします。

２点目は、学力の向上についてであります。こ

の学力の向上については、何度もこの場で取り上

げ、議論させていただきましたが、そのたびごと

に私の中にもやもやが残ってしまいます。きょう

は、何とか少しでもそのもやもやを解消できれば

と思いますので、お願いいたします。

小学校から大学入試に至るまで、教育現場が大

きく変わろうとしています。その改革の大きな柱

がアクティブ・ラーニングです。一方的な知識の

伝達ではなく、子供たちが主体的に学ぶことを促

す試みであります。また、むつ市総合経営計画で

、 「 」 、は その基本計画の中の 教育の向上 において

施策の１番として「学力の向上」を挙げています

し、むつ市教育大綱の重点項目においても「学力
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の向上」を掲げ、明確な目標設定として「小中学

校の全学年で全国でもトップクラスの学力の育成

に努める」としています。むつ市のやる気、本気

度が十分に伝わる内容となっています。

しかしながら、むつ市の目指す学力向上のイメ

ージをうまく思い描くことが私にはできません。

例えば苦手な子供たちを底上げして学力の向上を

図るのか、トップグループの子供たちをさらに引

き上げていくのか、それとも全体として平均点を

押し上げていくのか、むつ市の目指す学力向上の

イメージについてお尋ねいたします。

加えて、学力向上をはかる物差しはどこに求め

ればよいのか。

また、アクティブ・ラーニングを実践していく

中で、アクティブ・ラーニングと学力向上をどう

結びつけていけばよいのか、あわせてお尋ねをい

たします。

３点目は、キャリア・パスポートの導入につい

てであります。新学習指導要領の総則では、児童

・生徒が「学ぶことと自己の将来とのつながりを

見通しながら、社会的・職業的自立に向けて必要

な基盤となる資質・能力を身に付けていくことが

できるよう、特別活動を要としつつ各教科等の特

質に応じて、キャリア教育の充実を図ること」を

明示しています。

さらに、特別活動では 「学校、家庭及び地域、

における学習や生活の見通しを立て、学んだこと

を振り返りながら、新たな学習や生活への意欲に

つなげたり、将来の生き方を考えたりする活動を

行うこと 、その際、児童・生徒が「活動を記録」

し、蓄積する教材等を活用すること」と定めてい

ます。これにより、キャリア教育実践のための効

果的なツールとなるキャリア・パスポートが来年

４月より全ての小・中・高校で実施することが決

定されています。

そこで、キャリア・パスポートとはどういうも

のなのか、その目的や定義についてお尋ねをいた

します。

また、運用方法として学校、教師、家庭、子供

はそれぞれどういうことをするのか、これまでの

むつ市のキャリア教育とキャリア・パスポート的

なものの実績はあるか、あわせてお尋ねをいたし

ます。

以上、壇上よりの質問といたします。

〇議長（白井二郎） 市長。

（宮下宗一郎市長登壇）

〇市長（宮下宗一郎） 中村議員のご質問にお答え

いたします。

まず、職員の採用についてのご質問につきまし

、 。ては 担当部長からの答弁とさせていただきます

次に、キャッシュレス決済の促進についてのご

質問の１点目、市税・公共料金収納のキャッシュ

レス化の取り組みについてお答えいたします。市

では、納税者の利便性向上のため、令和２年度よ

り軽自動車税に加えて個人住民税、固定資産税、

国民健康保険税及び介護保険料につきまして、コ

ンビニ納付を可能とし、これにあわせてスマート

フォンでの決済も可能となるよう現在システム改

修を進めておりますので、ご理解を賜りたいと存

じます。

次に、ご質問の２点目、民間でのキャッシュレ

ス決済の普及促進についてお答えいたします。国

は令和元年10月の消費税率引き上げに伴い、キャ

ッシュレス決済時のポイント還元やキャッシュレ

ス決済端末導入費用及び手数料について補助する

など、キャッシュレス決済を推進していることか

ら、今後さらに普及するものと推測されます。

現在むつ市では、スーパー、チェーン店、コン

ビニなどは既に導入を終えているものの、小規模

事業者の大部分は導入が進んでいないことから、

商工団体ではキャッシュレス化に関するセミナー

を開催するなど普及促進に努めております。
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また、キャッシュレス化に対応した環境整備の

ための予算措置につきましては、現時点で市及び

商工団体にはキャッシュレス化に対応するための

経費への助成についての意見や要望などは届いて

いないことから、市といたしましては、どのよう

に推移するのか把握に努めてまいりたいと考えて

おりますので、ご理解を賜りたいと存じます。

次に、教育行政の質問につきましては、教育委

員会からの答弁となります。

〇議長（白井二郎） 教育長。

（氏家 剛教育長登壇）

〇教育長（氏家 剛） 中村議員のご質問にお答え

いたします。

教育行政についてのご質問の１点目、2020年度

県立高等学校募集人員の減少についてお答えいた

します。青森県教育委員会によりますと、来年度

の下北地区の高等学校入学者募集人員は、今年度

の610人に対し、75人減の535人と見込まれており

ます。

この募集人員の減少による学校現場への影響に

つきましては、75人の減に対しまして、今年度の

下北地区の中学校卒業予定者は前年度と比較し約

90人の減少が見込まれており、全体的な受験倍率

はむしろ下がることも予想され、影響は少ないも

のと考えております。

また、各中学校における進路指導につきまして

は、入試情勢の的確な分析を行うとともに、各学

年の発達段階において、保護者を交えた３者面談

等を継続的に実施し、生徒一人一人の将来の夢や

希望を大切にしながら、きめ細かな指導に努めて

おります。

次に、ご質問の２点目、むつ市の目指す学力向

上についてお答えいたします。むつ市教育大綱で

は、重点目標として「学力の向上 「体育・健」、

康教育の充実 「夢を育む教育 「地域ととも」、 」、

にある学校」を基軸に据えております。

「学力の向上」につきましては 「明確な目標、

設定 「主体的な学習の推進 「教育環境の整」、 」、

備 「教職員の資質向上」及び「幼保小連携」」、

といった各種教育施策を実施しており、むつ市教

育プランの推進目標等に示されている「夢の実現

に向かい、主体的に学ぶ力」を伸ばしていくこと

を学力向上のイメージとして考えております。

各小・中学校では、児童・生徒が義務教育を終

えた後も生涯の学びの基盤となる資質・能力を身

につけられるよう指導力の向上を図るとともに、

一人一人の力を伸ばすために、補充的学習や発展

的学習を行っております。

教育委員会では、より効果的な指導法を学校訪

問や研修会で紹介したり、活用型問題集を提供し

ております。また、学力向上の指標につきまして

は、むつ市学力向上アクションプランで青森県学

習状況調査において、５年間で県平均値を３ポイ

ント上回るという目標値を設定しております。県

や国の学力調査に加え、市でも総合学力調査を行

、 、っておりますし 各学校でも学力テストを導入し

学校としての重点目標を設定して、学力の向上を

目指しております。

一方、学力を点数だけで評価するのではなく、

各学力調査で行われている意識アンケートも重視

し、家庭学習の習慣や規則正しい生活等、さまざ

まな観点で実態把握することも重視しておりま

す。

そして、何より日々の授業の中で一人一人の学

びを丁寧に観察した結果もあわせて見ることで、

学力の向上を評価できるものと考えております。

、 、次に アクティブ・ラーニングにつきましては

「 」新学習指導要領では 主体的・対話的で深い学び

と言いかえられておりますが、主体的とは学ぶこ

とに関心を持ち積極性を伸ばすこと、対話的とは

友達と話し合って自分の考えを広げ、結論を導き

出すことなど、学びの質と過程を重視するもので
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あり、変化の激しいこれからの社会を生きる子供

たちに必要な学力を身につけさせるためのもので

あります。

各学校では、授業改善をより活性化させるため

に校内外の研修に積極的に参加し、授業改善に取

り組んでおります。

次に、ご質問の３点目、キャリア・パスポート

の導入についてお答えいたします。キャリア・パ

スポートとは、児童・生徒が体験活動などの学習

状況を記すものであり、将来の夢や希望、目標を

見通したり振り返ったりして自己評価を行うとと

もに、主体的に学びに向かう力を育み、自己実現

につないでいくことを目的とした個人評価ツール

のことであります。

運用方法につきましては、キャリア教育の実践

、 、 、を効果的に進めるために 教科学習 教科外活動

学校外の活動等を子供自身がその変容や成長を自

己評価し、それに対して子供たちが人の役に立っ

ていることや自分が成長していることを実感でき

るよう教師が対話的にかかわり、児童・生徒一人

一人の目標修正などの改善を支援し、個性を伸ば

す指導へとつなげていくことになります。

こうした取り組みにより、入学から卒業までの

中長期的な振り返りと将来の展望や見通しを明確

にするとともに、学校、家庭及び地域における連

携を通した学びを自己の将来の夢と希望に生かそ

うとする態度を培うことが期待されるところであ

ります。

次に、これまでのむつ市のキャリア教育とキャ

リア・パスポートの実績についてでありますが、

一人一人の児童・生徒が自己の個性を理解し、自

らの生き方を考えられるよう 「キャリア教育講、

」 「 」演会 や むつ市中学生夢はぐくむ体験入学事業

等を実施しております。

また、県教育委員会が作成したキャリア・パス

ポートを各学校に周知し、現在約半数の小・中学

校が活用しているところであります。

いずれにいたしましても、キャリア・パスポー

トがさらに有効的に活用されるよう小・中の連携

を密にし、キャリア教育の充実を図ってまいりま

すので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（白井二郎） 総務部長。

〇総務部長（村田 尚） まず、職員の採用につい

てのご質問の１点目、受験者数の推移についてお

答えいたします。

職員採用試験の受験者数は、平成28年度が

139名、平成29年度が108名、平成30年度が88名と

なっております。

また、平成30年度からは、社会人経験で培われ

た能力や知識、経験を生かし、即戦力として活躍

できる人材の獲得を目的としたキャリア・チャレ

ンジ採用試験を新たに実施し、26名が受験してお

。 、 、ります この結果 競争率は平成28年度が8.18倍

平成29年度が5.4倍、平成30年度がキャリア・チ

。ャレンジ採用試験を含め7.6倍となっております

次に、ご質問の２点目、採用方法の多様化につ

いてでありますが、以前から実施しております一

般行政職採用試験に加え、平成20年度からは建築

士などの専門職試験、平成28年度からは管理職候

補者の獲得を目的とした社会人枠採用試験、平成

30年度からは、先ほど申し述べましたキャリア・

チャレンジ採用試験を実施するなど、多様な人材

確保に努めてきたところであります。

今後は、特に不足しております専門職の採用試

験を前倒しして行うなど、人材の確保に努めてま

いりたいと考えておりますので、ご理解を賜りた

いと存じます。

〇議長（白井二郎） 14番。

〇14番（中村正志） それでは、今の答弁を聞いて

何点か再質問をさせていただきたいというふうに

思います。

まず、職員の採用のほうからでありますが、お
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話を聞いていて、やはり全国の状況と一緒で募集

人員のほうは年々下がってきているということで

あります。そういう中、今回は役所の募集という

ことなのでありますけれども、民間の企業がどの

ようなことに力を入れて採用活動を進めているか

、 、 、というと これちょっと調べてみましたら 企業

団体の人事領域に関する調査研究でありますＨＲ

総研が採用担当者を対象に実施したものによりま

すと、2019年、2020年、新卒採用動向調査という

のがあるのですが、この中で2020年度卒採用で、

より重要となる施策についてという質問をしてい

ます これによりますと インターンシップが43％。 、

で最も多く、以下学内企業セミナーが36％、自社

セミナー説明会が32％と続いています。

つまりこの結果から見ますと、企業側にはよい

学生が採用試験を受けに来てくれることを期待し

て待っているという発想ではなくて、待つだけで

はいい学生を採ることができないという考え方に

立っているのだろうなと思います。だから企業側

から積極的に学生を採りに行き、囲い込もうとし

ています。

もちろん役所に全く同じことができるかといえ

ばそうではないだろうし、いろいろと制約がある

ことは承知をしております。ただ、しかしながら

学生からしてみれば、そういったような役所の都

合というものは多分知ったこっちゃないのだろう

なと。大事なことは、どこが自分を最も必要とし

てくれているか、どこに入るのが幸せにつながる

かということを恐らく民間と役所を分け隔てなく

比較しようとしているのだろうと思います。やっ

ぱり何といっても自分の人生がかかっていますか

ら、そこはしっかりと見きわめたいし、逆に企業

側にも役所側にもきちんと自分のことを見てもら

いたいというふうに思っているはずだと思いま

す。

これからは、今まで以上に真剣に自分の将来を

考えている学生の心に響くような採用活動を役所

としてもやっぱりしていくべきなのだろうなとい

うふうに思います。

そういう意味からいって、再度職員の採用につ

いて、今述べたような民間が行っている部分も含

めて今後どのように行っていくのか、あるいは変

えていくのかというふうなお考えがありましたら

お聞きしたいと思います。

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

中村議員のまさにおっしゃるとおりでありまし

て、ただ１つ私と認識が違うのが、公務員だから

何か制約があるということではなくて、これは民

間の企業と同じフィールドで我々が採用している

ということを私たちが認識しなければいけないと

。 、 、いうふうに思っています そうした中では 学校

高校や大学などへの訪問活動をしてございます

し、またあるいは大学が主催する合同就職説明会

へも参加しておりますし、またインターンシップ

の積極的な受け入れもしています。きょうも、実

は大学生がインターンシップで来ているのです

が、市長室に表敬があって、いろいろと市役所の

仕事の話をさせてもらいました。

また、今広報のほうにも２人ほど県内の大学生

が来ています。今広報むつのほうでも新しい企画

を考えてもらって、来月号にはその企画も載ると

いうふうに思いますけれども、そうした活動を通

じて市役所への仕事の理解を深めていただくこと

は、非常に重要なことだと思っています。

、 、 、私自身は 先月でしたか その前の月でしたか

北海道教育大学の函館校のほうに行きまして、学

生を相手の１時間半講義させてもらいました。そ

の中では、市役所という仕事がどれだけ市あるい

は日本の未来を切り開いていくのかというような

お話をさせていただきました。その中である学生

、「 、 」、が私に いや 何か自分のおばから聞いた……
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青森県内の子だったのですけれども、どこの市と

は申しませんが 「 市役所に行くと、やりたい、「

ことできないからやめたほうがいい」というふう

に言われた」というふうなことをおっしゃってい

ました。そういう誤解を地道に解いていくことも

必要であろうかと思います。

そのほかには、採用という意味で民間での経験

を生かし、即戦力として活躍が期待される人材を

採用するための社会人枠やキャリア・チャレンジ

枠を設けて、さまざまな形で採用活動のほうも広

く間口を広げて対応しているところでございま

す。

〇議長（白井二郎） 14番。

〇14番（中村正志） 今市長がおっしゃいました部

分、ちょっと私知らない部分もありまして、反省

しておりますが、要は職員の採用ということで、

場面としては募集の場面と試験の場面、２つある

のだろうと思います。やはり今役所が力を入れな

くてはいけないものは、まずは募集の場面なのか

なというふうな感じをしております。

そこで、すぐにでもできそうなことを一つ提案

したいと思うのですけれども、それはむつ市のホ

ームページの職員採用のページを強化充実させ、

リニューアルすることをぜひ提案したいなという

ふうに思っています。先ほどの市長のお話の中に

もありましたが、むつ市ではこういうふうな人材

を求めているのですよ、市役所ではこんな仕事が

あります、あるいは職員になると、こういうふう

にキャリアアップができますみたいなことを積極

的に発信することで、詳しく学生にアピールする

ようなページをつくるのをぜひ始めてみたらどう

かなと思います。市長、どうでしょうか。

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

現状でもそのようなことをやっているという認

識はあるのですが、まだまだ足りないところがあ

ると思いますので、今のご提案を受けてしっかり

と対応してまいりたいと考えております。

〇議長（白井二郎） 14番。

〇14番（中村正志） ぜひとも一般企業に負けない

ような募集のページのほうをぜひつくっていただ

きたいなというふうに思います。

次に、キャッシュレス決済の促進についてであ

りますが、これ来年度からやるということで、大

変歓迎をしたいなというふうに思います。結構県

内でも早目の取り組みかなというふうに思いま

す。

２番目の民間でのキャッシュレス決済の普及促

進ということであるのですが、市長が答弁でおっ

しゃられたみたいに、今現在はむつ市内ではそれ

ほど需要や緊急性を感じられないということなの

だろうなと思います。しかしながら、恐らく近い

将来、その比率は間違いなく高まっていくのだろ

うというふうなことが予想されます。

商工会議所や民間などと協議をして、今からど

のようなことができるのか、環境整備に向けて準

備しておくことも必要だと思いますので、この点

については要望をしておきたいと思います。

次に、教育行政についてでありますが、まず募

集人員の減少についてであります。私も生徒数が

減るというのは調べてわかっておったのでありま

すが、市内でも65人くらい減ると、管内では90人

くらい減るということで、全体としては生徒数の

減少から見れば、教育長おっしゃったみたいにほ

とんど影響はないのかもしれません。

ただ、そこでちょっと私が懸念するのは、むつ

工業高校の募集停止の影響がすごく大きいのでは

ないかなということでございます。それは、ここ

数年の高校入試の出願状況を見てほしいのですけ

れども、それによると、田名部高校や大湊高校は

定員割れすることがよくあるのです。ただ、それ

に比べてむつ工業高校ではそういうことはない。
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非常に生徒さんたちに進路先としてむつ工業高校

が人気があるということなのだろうと思います。

それは、恐らく各方面でむつ工業高校生の活躍や

資格取得、あるいは就職率の高さなどがその理由

だとは思いますが、そうすると、もしかすれば全

体としての人数は減っているのだけれども、むつ

工業高校に関しては今まで以上に倍率が高くなる

ことも十分に予想されるのではないかというふう

に感じております。

そういうことからも、むつ工業高校の35人とい

うのは、非常に影響が大きいのではないかなとい

う感じをしております。再度そのあたりの部分も

含めて、影響と対策についてお聞きしたいと思い

ます。

〇議長（白井二郎） 教育長。

〇教育長（氏家 剛） お答えいたします。

ただいま中村議員がおっしゃったことも当然一

理あるのかなというふうには思っております。た

だ、県の教育改革推進計画の第１期の実施計画、

これによりますと、電子科の募集は停止というふ

うなことになります。しかしながら、これは電子

科を電気科に統合するというふうなことで、具体

的には発電や送電、あるいは電気配線工事等に加

えまして回路設計、電子機器の製作技術等に関す

る学習の充実を図ることというふうになっており

ます。

そのような意味から、電子科という名前はなく

なりますけれども、電子関係について学びたいと

いうふうな選択肢そのものがなくなるということ

ではないということで認識いたしております。

以上です。

〇議長（白井二郎） 14番。

〇14番（中村正志） 次に、そうしますと、学力向

上のほうについて再質問したいと思いますが、学

力の向上の物差しの一つの方法として、これまで

も相対評価として全国学力・学習状況調査や、答

弁の中にもあった青森県の学力状況調査に求めて

いる部分がやはりあると思うのですが、もしそう

なのであれば、ぜひとも私はそれ以外に分析をし

てほしいものがございまして、それは中学校最後

の試験でもあります高校入試の結果についてであ

ります。このことについては、恐らく言われてい

ないと思いますが、県では全体の平均点のほうは

公表されております。生徒さんたちには、求めら

れれば点数の開示もされておりますので、やろう

と思えばできるのではないかなというふうに思っ

ています。やはり小学校６年間、中学校３年間学

んで、最後、本当の最後の学力の部分でどれくら

いむつ市内の生徒さんたちが力を発揮できている

のか、この部分を分析するということは非常に大

きな意味があると思いますが、このような分析は

可能でありましょうか、それともやるべきだと思

いますが、どうでありましょうか。

〇議長（白井二郎） 教育部長。

〇教育部長（松谷 勇） お答えいたします。

高校の入試の各個人の点数の把握ということに

なるかとは思いますけれども、各学校におきまし

ては、生徒のほうから聞き取り等をしまして、点

数の把握をされているというふうに伺っておりま

すけれども、やはり情報等について改めて教育委

員会で取りまとめているということは行われては

おりません。

以上でございます。

〇議長（白井二郎） 14番。

〇14番（中村正志） 各学校のほうで行っていると

いうことであれば、各学校ではそれなりに分析を

して、次の年に対して対策をとっているのだろう

と思います。であるならば、それをやっぱり市全

体的なものにして、むつ市の子供たちの学力を上

げようとするのであれば、市全体的なものにして

いくべきだと思いますので、そのことについては

今後ぜひとも前向きに取り組んでいただければな
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というふうに思います。

なぜ気にするかといいますと、このむつ下北の

場合、県立高校入試の場合は、大体志願者と定員

とほぼ一致して、変な言い方ですけれども、うま

く振り分けさえできれば、皆さんが入学できるよ

うな状態にあるのです。そうではなくて、やっぱ

りきちんと学力向上させて、入るとき、また入っ

た後もそのあたりが続いていくような取り組みと

いうのが必要だと考えますので、その部分、ぜひ

とも今後前向きに、積極的に調査研究、分析して

ほしいなというふうに思います。

あと、学力の向上に対して、補充的な学習であ

りますとか、発展的な学習ということでお話をさ

れていました。学力というのは、点数だけではな

いということもお話をされていました。そのこと

に対しては、私も同意見でございます。

教育の形とすれば、それはやっぱり子供本位で

なくてはいけないのだろうと思いますし、学力は

やっぱり最終的には個人主義的なもので、子供一

人一人の中にある。ただ、現在の教育のベースで

考えると、なかなかそういうところに手が回らな

いというのも現状なのではないかなというふうに

私は思っています。特にこの学力向上について考

えたときに、済みません、議長、ちょっと長くな

りますけれども、許してください。

明治に公教育が始まって150年くらい、学校教

育がずっと変わらずに続けてきたシステム、すな

わち今みんなで同じことを同じペースで、同質性

の高い学級の中で教科ごとのでき合いの答えを子

供たちに一斉に勉強させるという今の長く続いて

きたシステムがそろそろ限界に来ているのではな

いかなというふうに考えます。

一つの象徴的な例を申し上げれば、ちょっと嫌

な言い方ですけれども、いわゆる落ちこぼれの問

題です。多くの人は、落ちこぼれは、その子の理

解力が低いから生まれるものだと思っているので

はないかなというふうに思いますが、でもこれは

恐らくこの長く続いてきたシステムによって構造

的に引き起こされている側面がある意味大きいの

ではないかなと私は思います。

考えてみれば、みんなで同じことを同じペース

で勉強しているのであれば、一度つまずくと、そ

のまま取り残されるということがどうしても起こ

ってしまいます。できないまま授業はどんどん進

んでいきます。結果としてどのクラスをのぞいて

も、ほとんどの場合において授業についていけず

に、つらそうな顔やつまらなそうな顔をしている

子供さん方がいます。もしかしたら、たまたまあ

る大事な授業の日に体調が悪く休んでしまっただ

けかもしれませんし、その年に嫌いな先生に当た

ってしまったのかもしれません。あるいは、先生

の教え方が合わなかったのかもしれませんし、も

う少しゆっくりと時間をかけたら理解できたのか

もしれません。しかしながら、現状のシステムで

は、全ての子供たちに個別に対応することは現実

的に困難だということは承知していますが、だか

らといって、これは諦めるわけにはいかない問題

だろうというふうにも思います。

これまでも幾らかの教育のマイナーチェンジは

行われてきました。近いところでは、ゆとり教育

というのがございました。しかしながら、今では

ありません。これを象徴するゆとり世代という言

葉がありますが、現在否定的な意味合いで使われ

ています。教育の失敗は、結局のところはそのし

わ寄せは子供たちに行ってしまうのだと思いま

す。

来年度からは、教育が大きく変わって、アクテ

ィブ・ラーニングが本格的に始まります。戦後の

教育方法しか知らない私たちが、果たしてそれを

実践できるのか、教えることができるのか、大き

な不安を持っています。また、社会がその変化に

きちんとついてきてくれるのかというふうな不安



- 86 -

もあります。これまでみたいに西洋化、軍国化、

経済大国化など、国や社会の行き先がはっきりと

決まっている場合は、そこに向かって教育も進ん

でいけばいいわけですけれども、現在我々はこの

社会の行き先がわからない状況にある。もしかし

たら、その行き先というのは１カ所かもしれない

し、複数かもしれない。あるいは、明確にはない

のかもしれません。そうなれば、この場合はもう

子供たちの自主性に任せるしかないのかなという

ふうな思いもしますし、我々は子供たちと一緒に

歩いていくしかないのかなというふうに思いま

す。

この国の教育の大きなベースは変えることはで

きませんけれども、むつ市として、もしこのよう

な中で学力向上に対してできることがあればどう

いうことなのかなと。ちょっと大変大ざっぱとい

うか、ちょっと具体的でない質問になりますけれ

ども、市長、どうですか。

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 少し長くなると思いますけ

、 。れども お答えをさせていただきたいと思います

できることがあればどういうところだというこ

とですけれども、本当にそういう意味ではできる

ことはたくさんあると思います。すごく共感をし

て、今質問を伺っておりました。ただ、１つだけ

私はその部分で申し上げたいところがあるのは、

子供たちの自主性に任せるしかないのかもしれな

いなというふうなことがありましたけれども、や

はり教育というのは教え育てるということですの

で、我々がしっかりと当事者意識を持ってやらな

ければいけないと。

たくさんできることがあるうちの一つは、まさ

に高校入試の分析、今ご提案いただいたことだと

、 、思いますし 私自身が何ができるかということは

その政策になるように、既に教育委員会のほうに

お伝えします。それについては、言及は今いたし

ません。ただ、大切なことは、恐らく世界は広く

て、私も含めて私たち、市長部局、それから教育

委員会もそのことをまずすごく認識すべきだと。

世の中の流れがすごく速いのに、学校で子供たち

に教えていること、あるいは教え方というのが

20年前と一緒というのは、これは明らかにおかし

い、そう言わざるを得ないです。

、 、何かを変えるときに 現場がやっぱり遠いので

現場は子供たちですから、遠いので、誰かのせい

にしがちなのです、この行政分野。例えば市は市

教委のせいにするし、市教委は学校のせいにする

し、学校は先生のせいにするし、先生は家庭のせ

いにすると。真ん中にいるはずの子供がいつの間

にか置き去りにされていて、結果何もない、何も

変わらない世界がずっと続いていく。これは、ど

うやっても防がなければいけない。やっぱり真ん

中に子供たちがいるということ 「こどもは地域、

のたから」であるということを念頭に、これから

施策をしていかなければいけないというふうに思

っています。

何をやるかということには答えておりませんけ

れども、さまざまそれは一生懸命考えてこれから

やっていきたいと思います。先ほどの質問という

か、前に浅利議員の質問の中で、貧困の問題のと

、 、 。 、きに 私は教育と言いました 解決策が これは

全然違う答えを言っているのではないかというふ

うな思いを持たれた方もいるかもしれませんけれ

ども、例えばユニセフなんかがこういうことを言

っているのです。教育は子供たちが貧困から抜け

出し、自分自身で未来を切り開く力となると。子

供たちに教育が行き届かないと、その子供たちが

大人になったときに教育の重要性を伝えられなく

。 、なるという負のスパイラルに陥りますと これは

アフリカでの貧困を念頭に置いた言葉であり、考

え方です。アフリカの諸国は、かつて貧困にあえ

いでいました。ある一定の時期は、さまざまな国
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から物資の支援が行われて、それで一時的には回

復したのですが、あるとき気づくのです、教育が

ないと、この国というのは成り立たないと。そし

て、学校をつくり、子供たちがハーバードに行く

ようになって、やっと国が開けてくる。それでい

いかどうかという議論はありますけれども、だけ

れども、少なくとも豊かにはなる。

そして、2014年にノーベル平和賞をとられたマ

ララ・ユスフザイさんも、こういう話をしていま

す。１人の子供、１人の先生、１冊の本、１本の

ペンで世界を変えられる。教育こそがただ一つの

解決策だと言っています。私たちの未来を切り開

いていくのは子供たちであり、やはり教育である

ということですので、ありとあらゆる方策を教育

行政の中で展開をして、そしてむつ市の未来を私

は切り開いていきたいと、このように考えており

ます。

〇議長（白井二郎） 14番。

〇14番（中村正志） ありがとうございます。少し

はもやもやが晴れたような気がしております。

同じ質問、お答えできますか。

〇議長（白井二郎） 教育長。

〇教育長（氏家 剛） ただいま市長から大きな枠

組みの中での答弁がありましたけれども、私は実

際今の学校現場、そういうふうなものを中心にお

話ししたいと思います。

まず、教育委員会が所管している、特にむつ市

の場合は公立学校だけですので、基本的には例え

ば学校の中で上位の成績をとっている子供さんも

いるでしょうし、そうでないお子さんもいるでし

ょう。ただ、やはり両方にまず目を向けなければ

ならないというふうに考えております。

そういう意味で、先ほど壇上でも申し上げまし

たけれども、補充学習、あるいは発展的な学習と

いうふうなことで、やはり学んだことが身につい

ていない、そういうふうな子供さんにはさらに時

間をとって、そういうところの教育をしていく。

あるいは、上位の子供に対しては、さらに上の段

階の、そういう問題に取り組むというふうな、そ

れが補充的学習あるいは発展的学習というふうな

ことで、実際現場では取り組んでいるというふう

なことになります。

また、そういうふうなものを支える現在取り組

んでいる一つの手だてとして、やり方とすれば、

例えば特に算数、数学、こういう教科については

チームティーチングというふうなことで、１人の

先生ではなくて、複数の先生が一つの教室に入っ

て、できる子供はそのまま先生のとおりやればい

いでしょうし、できない子供にはもう一人の先生

が、直接その子供たちに寄り添って教えていくと

いうふうなやり方をとっております。

また、ご承知のとおりスクールサポーター、あ

るいは小中一貫教育の非常勤講師の先生方、こう

、 、いう方々の活用も通しながら 格差といいますか

そういうふうなものを是正する取り組みをしなが

ら、上位の子供も、そうでない子供に対しても等

しく教育を提供していくというふうな考えで今現

在取り組んでおりますので、ご理解をいただきた

いというふうに思います。

以上です。

〇議長（白井二郎） 14番。

〇14番（中村正志） ありがとうございます。申し

合わせの時間が来ましたので、次の質問で最後に

させていただきたいと思います。

今貧困から抜け出すのに対して、教育だという

話をされていました。まさに来年度から本格的に

始まるアクティブ・ラーニング、これは課題解決

のための方法でありますので、もしかしたら困難

を抱えているお子さんのほうが、そのアクティブ

・ラーニングに関してはポテンシャルが高いかも

しれないというふうなこともありますので、ぜひ

とも期待したいなというふうに思います。
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最後、キャリア・パスポートについて、１つだ

けですけれども、今回キャリア・パスポートは小

学校から高校まで使うものでありますから、その

管理や引き継ぎというものはどうなるのかなとい

うふうな思いをしています。あるいは同じ学校内

での学年での引き継ぎ、あるいは小・中・高での

校種間での引き継ぎ、そのあたりについてはどの

ようになるのか、最後お聞きしたいと思います。

〇議長（白井二郎） 教育部長。

〇教育部長（松谷 勇） お答えいたします。

キャリア・パスポートにつきましては、まず学

年ごとの引き継ぎ、そして当市では小中一貫教育

ということを進めておりますので、小学校と中学

校、常に連携がとれております。学校間において

も、このキャリア・パスポートを中学校に行くと

きに、自分で持って次の学校に行くということに

なるとは思うのですけれども、そこできちんと中

、 、学校と小学校 学校同士が引き継ぎをしたうえで

子供がその中学校に持っていくというふうなこと

を申し合わせながら、事業のほうを進めてまいり

たいと考えております。

以上でございます。

〇議長（白井二郎） これで、中村正志議員の質問

を終わります。

、 。ここで 午後２時10分まで暫時休憩いたします

午後 １時５８分 休憩

午後 ２時１０分 再開

〇議長（白井二郎） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎原田敏匡議員

〇議長（白井二郎） 次は、原田敏匡議員の登壇を

求めます。１番原田敏匡議員。

（１番 原田敏匡議員登壇）

〇１番（原田敏匡） こんにちは。会派に属さない

議員、議席番号１番の原田敏匡でございます。む

つ市議会第241回定例会において一般質問を務め

させていただきます。市長並びに理事者各位にお

かれましては、明快かつ前向きなご答弁をよろし

くお願い申し上げます。

初めに１項目め、市職員の人事と職場環境につ

いて質問いたします。１点目は、人事評価制度に

ついてであります。市は平成28年度より働き方改

革の一環として、指導育成面談等を通じて、職員

一人一人の能力を向上させ、相互関係をつくり上

げることにより、組織力の向上を図ることを目的

とした人事評価制度が導入されました。そこで、

評価基準は具体的にどのように実施しているの

か、また人事評価制度を導入して、職員、職場に

どのような効果があらわれたと判断しているのか

お伺いいたします。

２点目は、スペシャリストの育成についてであ

ります。市で抱える業務については年々増加し、

市民のニーズは多様化、複雑化、専門化してきて

いることから、これはあくまで本人の希望次第で

すが、特定の業務のスペシャリストとして育成し

ていくことで、政策立案能力が向上し、より円滑

な業務遂行ができ、住民サービスの向上につなが

っていくと考えますが、市長のご所見をお伺いい

たします。

３点目は、時間外勤務の現状についてでありま

す。職場環境を語る際、真っ先にクローズアップ

されるのが長時間労働の改善であり、働き方改革

でも最優先課題として取り上げられます。

むつ市総合経営計画でも、職員の年間時間外勤

務時間の指標が示されていますが、ここ数年の時

間外勤務の状況、また改善傾向にあるのか、あわ

せて昨年度の時間外勤務にかかった手当の総額を

お伺いいたします。

、 。４点目は 公務災害の状況についてであります
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公務災害とは、公務員が公務遂行中に労働災害に

遭遇することですが、当市のここ数年の公務災害

の件数をお伺いいたします。

５点目は、メンタルケア対策の現状についてで

あります。職員がよりよい行政サービスを行うた

めには、健康の保持増進を図ることは非常に重要

な課題であります。とりわけ現代社会はストレス

社会とも言われ、ますます激しくなる競争社会、

管理社会の中で、現代人は多くのストレスを抱え

ており、継続的、そして計画的な職員のメンタル

ケアが推進されなければなりません。

そこで、市職員のメンタルヘルス不調の未然防

止等を目的としたメンタルケア対策の現状並びに

職場の各ハラスメント予防に向けた取り組み、市

役所内外に市職員が相談できる窓口があるのかお

伺いいたします。

さて、任期中最後の項目、中小企業支援につい

て質問いたします。私は初当選後、これまで全て

の一般質問に登壇し、97件の質問をさせていただ

きました。市長並びに理事者各位におかれまして

は、全ての質問に真摯に向き合っていただき、感

謝申し上げます。

、 、質問97件のうち 経済活性化については12件と

分野別で最多の質問となり、それは「笑顔かがや

く希望のまち むつ」実現のために、根底を支え

る最重要項目であると考えるからです。

そこで、１点目は、むつ市中小企業振興基本条

例制定後の効果及び浸透度についてお伺いしま

す。平成29年にむつ市中小企業振興基本条例が制

定されましたが、本条例には市の責務、中小企業

、 、 、者の努力 中小企業団体の役割 大企業者の役割

金融機関の役割、市民の理解及び協力が明記され

ており、条例の目的を実現するためには、明記さ

れている各機関の条例の認知度に加え、おのおの

による支援、連携、努力といった関与の仕方が非

常に重要となります。

条例が施行されてから２年６カ月、市として条

例の効果をどのように捉えているか、また各機関

への条例の浸透度をどのように捉えているのかお

伺いいたします。

、 、２点目は 企業の働き方改革法への対応を受け

市が発注する委託業務等の積算をどのように考え

ているかをお伺いします。2019年４月より順次適

用を開始されている働き方改革法、中小企業にお

いては既に５日間の有給休暇取得の義務化など一

部の適用が始まっていますが、今後2020年からは

時間外労働の罰則つき上限規制、2021年からは同

一労働同一賃金の原則が適用されます。

人手不足と呼ばれる昨今、市内の中小企業でこ

れらを何の対策も行わず適用できる企業は、ほん

の一握りではないでしょうか。同一労働同一賃金

の原則を適用した場合、企業、事業主側のメリッ

トとして、非正規社員の労働生産性の向上、優秀

な人材を確保、獲得しやすくなるといった効果が

得られる一方、デメリットとして人件費の上昇、

労働者に対する説明責任による準備など、必要工

数がふえるといった点が挙げられ、同一事業から

得られる利益の減少が考えられます。

そういった背景を踏まえ、働き方改革法の適用

を控えた中小企業へ市が発注する委託業務等の積

算を今後どのように考えているかお伺いいたしま

す。

以上、２項目７点につきお伺いいたします。

これで壇上からの質問を終わります。

〇議長（白井二郎） 市長。

（宮下宗一郎市長登壇）

〇市長（宮下宗一郎） 原田議員のご質問にお答え

いたします。

まず、市職員の人事と職場環境についてのご質

問につきましては、担当部長からの答弁とさせて

いただきます。

、 、次に 中小企業支援についてのご質問の１点目
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むつ市中小企業振興基本条例制定後の効果及び浸

透度についてお答えいたします。条例では、市の

責務として、中小企業の振興に関する施策の総合

的な推進、中小企業の実態把握と意見聴取による

施策の推進、国や県、金融機関等各関係機関との

連携、中小企業の受注機会の確保について明文化

しております。

市では、条例制定後、市内事業者の皆様から人

手不足が深刻であり、雇用の確保が課題であると

の意見が多く寄せられたことから、雇用対策を重

点項目として位置づけ、平成30年度から市内企業

の人材確保に向け、人材確保プロジェクトに取り

組んでおります。

事業内容といたしましては、新規高卒者の市内

定着の推進を目的として、下北、上北地域の高校

生を対象とした職場見学会である「むつ市優良企

業見学会」を実施し、高校生59名の参加を得たほ

か、Ｕターン就職者を獲得したいと考えている市

内事業者22社を対象に、Ｕターン人材を獲得する

ノウハウについて学ぶ「むつ市Ｕターン就職セミ

ナー」を開催し、大変好評を得ております。

市といたしましては、このような取り組みを通

じて、より多くの市内事業者の皆様や市民の皆様

に周知していくとともに、国や県、金融機関等、

各関係機関等との連絡を図りながら、中小企業の

振興に関する施策を総合的に推進してまいりたい

と考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じ

ます。

次に、ご質問の２点目、企業の働き方改革法へ

の対応を受け、市が受注する委託業務等の積算を

どのように考えているかにつきましては、担当部

長からの答弁とさせていただきます。

〇議長（白井二郎） 総務部長。

〇総務部長（村田 尚） まず、市職員の人事と職

場環境についての質問の１点目、人事評価制度に

ついてお答えいたします。

初めに、評価基準はどのようなものがあるかに

ついてでありますが、人事評価制度につきまして

は、地方公務員法第23条の２の規定に基づき行わ

れているものであり、当市におきましては 「む、

つ市職員評価実施要綱」を定め実施しているとこ

ろでございます。

評価につきましては、職員一人一人の能力や実

績を適正に評価するため、能力評価と業績評価の

２本立てとしております。能力評価では、職務を

通じて発揮された能力と職務に対する姿勢・態度

を、その職員に求められる基準により評価いたし

ます。

また、業績評価では、それぞれの職員が立てた

目標の難易度や達成度等に基づき評価いたしま

す。

評価方法につきましては、自己評価を行った後

に１次評価者となる所属長等が評価し、その後１

次評価者の直近上位の上司となる２次評価者が１

次評価者の偏りを是正し、相互評価を行います。

人事評価の効果につきましては、職員自身で日

常の業務に従事する際の姿勢や態度及び業務にか

かわる目標を立てて取り組むため、目標に向かっ

て業務に取り組みやすいことや、評価者との面談

や評価のフィードバックを通じ、職員一人一人の

能力の向上やコミュニケーションの充実が図ら

れ、人材育成とともに組織力の向上にもつながっ

ているものと認識しております。

次に、ご質問の２点目、スペシャリストの育成

についてお答えいたします。市では、事務事業の

緊急性、重要性及び必要性を勘案しながら、個人

の事務量に偏りがないよう、その平準化に努め、

職員が自信と誇りを持って、その能力を十分発揮

できる組織と人員配置を実現するため、毎年の定

期人事異動を実施しております。

多種多様な行政サービスを提供する市役所にお

いて、職員は高度な専門性と同時に幅広い知識が



- 91 -

要求されます。そのため、採用から一定期間につ

いてはさまざまな業務をバランスよく経験するよ

うジョブローテーションを行うこととし、その後

は職員の能力や適性、希望を考慮し、関連分野で

のローテーションを行うことで、それぞれの分野

におけるエキスパートを養成するよう努めており

ます。

いずれにいたしましても、職員の意識向上やモ

チベーションアップを図るためにも、適正な人事

配置に努めてまいります。

次に、ご質問の３点目、時間外勤務の現状につ

いてお答えいたします。まず、時間外勤務の現状

でございますが、職員１人当たりの一月平均の時

間外勤務時間は 平成27年度は9.3時間 平成28年、 、

度は9.6時間、平成29年度は10.2時間、平成30年

度は10.1時間となっており、平成30年度の時間外

勤務手当の総額は約１億830万円となっておりま

す。

職員が減少する一方で、職員が担う業務が多様

化、複雑化してきたことから増加傾向にありまし

たが、平成29年度には職員の働き方改革に関する

実行計画を策定し、事務事業の見直しや業務のス

リム化等を行ったうえで時間外勤務時間の目標値

を設定し、ワーク・ライフ・バランスの改善を目

指した結果、平成30年度は時間外勤務時間の削減

につながっております。

さらに、今年度からは人事院規則の一部改正に

より、超過勤務命令の上限が設定されたこともあ

り、各所属長のマネジメント力を発揮し、業務分

担の適正化や業務改善にこれまで以上に取り組み

ながら時間外勤務目標を設定することで、引き続

き時間外勤務の削減に努めることとしておりま

す。

次に、ご質問の４点目、公務災害の現状につい

てお答えいたします。公務災害の件数と内容につ

いてでございますが、正職員及び臨時・非常勤職

員を含めまして、例年２件から３件程度の公務災

害が発生しており、これらのほとんどは、けがに

よるものであります。

次に、ご質問の５点目、メンタルヘルスケア対

策についてお答えいたします。まず、メンタルヘ

ルスケア対策といたしましては、平成28年度より

年１回全職員を対象に自分のストレス状態を把握

し、メンタルヘルス不調を未然に防止する一次予

防を目的としたストレスチェックを実施しており

ます。

このほか随時産業医や保健師等による相談対応

を行っているところでありますが、今年度新たに

市外の相談窓口も設置し、メンタルヘルスケアの

強化を図ったところであります。また、職員を対

象としたメンタルヘルス研修の実施も予定してい

るところでございます。

次に、ハラスメント予防に向けた取り組みとい

たしましては 「むつ市セクシュアル・ハラスメ、

ントの防止等に関する要綱」により、職員の利益

の保護及び良好な勤務環境の確保を目指している

ところであります。

また、セクハラを含む各種ハラスメントに対す

る相談窓口としては、メンタルヘルス対策と同様

に、外部を含む複数の相談窓口の設置を検討して

まいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（白井二郎） 財務部長。

〇財務部長（吉田 真） 中小企業支援についての

ご質問の２点目、企業の働き方改革法への対応を

受け、市が発注する委託業務等の積算をどのよう

に考えているのかについてお答えいたします。

まず、設計コンサルタント等業務委託におきま

しては、積算基準や単価が定められているものに

つきましては、最新の情報を予定価格の積算に反

映させるとともに、また役務提供等の業務委託に

つきましては、人件費、物品費等の見積もりを徴

取し、その妥当性を適切に確認しつつ、実態に合
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った適切な積算をしてまいりますので、ご理解を

賜りたいと存じます。

〇議長（白井二郎） １番。

〇１番（原田敏匡） ご答弁ありがとうございまし

た。

１項目め、順番に再質問させていただきます。

人事評価制度についてですが、答弁の中で職員の

方にフィードバックして、面談等を行いながら適

切に進めているというお話だったのですけれど

も、１次評価、２次評価の結果は職員個人に開示

しているのかどうか、まずお伺いします。

〇議長（白井二郎） 総務部長。

〇総務部長（村田 尚） お答えいたします。

評価の結果につきましては、職員にきちんとフ

ィードバックし、開示しているというところでご

ざいます。

〇議長（白井二郎） １番。

〇１番（原田敏匡） そうすると、あるかないかは

、 、わからないのですけれども そういった１次評価

２次評価に対して、僕はもっとやっているという

ような苦情とか異議申し立て等ありましたら、ま

た再度開示面談等を行っているのかどうか、その

辺の仕組みを教えていただきたいと思います。

〇議長（白井二郎） 総務部長。

〇総務部長（村田 尚） お答えいたします。

評価内容に不服がある場合につきましては、各

部署の政策推進監に相談及び苦情を申し出るとい

うシステムにしてございます。再評価が必要と認

められる場合につきましては再評価ができるとい

うふうにしておりますけれども、導入以降、そう

いう事例は今のところございません。

〇議長（白井二郎） １番。

〇１番（原田敏匡） では、最後に評価制度の公平

性、そして公正性をどのように確保しているのか

だけお伺いします。

〇議長（白井二郎） 総務部長。

〇総務部長（村田 尚） お答えいたします。

、 、評価の客観性 それから公平性を確保するため

実施マニュアルを作成してございます。このマニ

ュアルの中では、評価者が公平、公正に評価する

ための心構えといたしまして、まず被評価者をよ

く観察してみることや、思惑や私情での評価をし

ないことなど、そういう注意事項を遵守し、ある

いはその研修等で公平性、公正性の確保に努めて

いるというような状況でございます。

〇議長（白井二郎） １番。

〇１番（原田敏匡） わかりました。

それでは、次にスペシャリストの育成について

再質問いたします。現在多分市の中で人事異動あ

る際は、自己申告で希望部署等を募っていると思

うのですけれども、そういったスペシャリスト、

この業務に専念したいというような声というのは

あるのかどうか、お伺いします。

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） ちょっと質問の趣旨がわか

らないので、なかなかお答えしづらい部分があっ

て、人事に関することは個人の情報というか、個

人的なお話も含めて、これは特定される可能性も

ありますので、なかなか申し上げられないという

ことが前提での答弁ということになりますけれど

も、少なくともその基本的な考えとしては、スペ

シャリストというのは、長くその場にいるからス

ペシャリストになるということではなくて、人事

異動の中で何回か同じような部署に、例えば税務

であれば、税のスペシャリストであれば税務課に

何回か行けばスペシャリストになるわけですの

で、そういった考えのもとで人事異動していると

いうことだけお伝え申し上げたいと思います。

〇議長（白井二郎） １番。

（ ） 。 、〇１番 原田敏匡 了解いたしました それでは

時間外勤務のほうに移らせていただきます。

まず、厚生労働省から「労働時間の適正な把握
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のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラ

イン」が示されており、その他諸法令もたくさん

あると思いますが、市はそれに従って運用されて

いるのかの確認と、あと管理職も含めた職員の時

間の把握は、これはあくまでも確認です、適正に

行われているのかお願いします。

〇議長（白井二郎） 総務部長。

〇総務部長（村田 尚） お答えいたします。

本ガイドラインによりますと、講ずべき措置と

して適正な出退勤管理等が挙げられております。

当市におきましては、管理職を除く職員につきま

しては適正に行われているものと認識していると

ころでございます。管理職につきましては、自己

管理に委ねているというような状況でございま

す。

〇議長（白井二郎） １番。

〇１番（原田敏匡） そうすると、サービス残業と

呼ばれるものはないという認識でよろしいでしょ

うか。

〇議長（白井二郎） 総務部長。

〇総務部長（村田 尚） お答えいたします。

時間外勤務につきましては、事前に所属長が勤

務命令を行った後にすることとしておりますの

で、制度上、いわゆるサービス残業につきまして

はないというふうに認識しております。

〇議長（白井二郎） １番。

〇１番（原田敏匡） 時間外の平均なのですけれど

も、むつ市総合経営計画の中にもあります。平成

30年度は月10.1時間 そうすると また大体120時、 、

間となっていると思うのですけれども、平成33年

度に１人頭100時間、これを目標に掲げています

が、１億8,000万円、ここから１割多分削ってい

かなければいけないと思います。結構高いハード

ルかなとは思うのですけれども。ただ、この目標

値の100時間に近づけると、単純計算で1,000万円

ぐらいのそういった手当が削減される。すると、

市長がやりたい、チャレンジしたい事業にも適用

できるというふうにも考えられて、いいように財

政のほうも回っていくのかなと思うのですけれど

も、この１割という目標に対して、先ほどの答弁

もありましたが、今後とっていかなければいけな

い課題とか目標に対してのそういった対策をどの

ように考えているのか、再度お伺いします。

〇議長（白井二郎） 総務部長。

〇総務部長（村田 尚） お答えいたします。

先ほども答弁いたしましたとおり、現在全庁挙

げて業務改善等に取り組んでいる最中でございま

す。もちろん目標はむつ市総合経営計画に掲げて

おります先ほど議員がおっしゃいました数字とい

うことにしておりますので、全職員、それに向か

って今頑張っているというような状況でございま

す。

〇議長（白井二郎） １番。

〇１番（原田敏匡） 次に、メンタルケア対策の現

状についてお伺いします。

現在市のほうでストレスチェックの集計、そし

て分析のほうを行っていると思うのですけれど

も、厚生労働省から出ているガイドラインを見ま

すと、事業者に関しては全体の数字であれば、事

業者のほうにその結果が渡されて分析するという

ような形になっているのですが、むつ市の場合の

ストレスチェックの集計と分析の結果はどのよう

になっているのかお伺いします。

〇議長（白井二郎） 総務部長。

〇総務部長（村田 尚） お答えいたします。

まず、ストレスチェックの受検率でございます

が、制度を始めました平成28年度が78.1％、平成

29年度が82.3％、平成30年度が88.3％となってお

ります。その中で高ストレスと判定された割合に

つきましては、平成28年度が8.3％、平成29年度

が8.5％、平成30年度が9.2％となっている状態で

ございます。
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〇議長（白井二郎） １番。

〇１番（原田敏匡） 何％以上は何らかの対策をと

らなければいけないというようなガイドラインが

あったと思うのですけれども、実際9.2％という

数字は、それに比べてどういう状態なのか。そし

て、何らかの事案、多分9.2％だと、ないとは思

うのですけれども、もし改善が求められるような

事案があった場合、努力に努めなければならない

とありますが、そういった改善したケースがあっ

たら教えていただきたいと思います。

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） まず、そもそも10％という

水準が全国的に平均であろうと言われている水準

ですので、その水準からいくと、ほぼ同水準ある

いは少し低い水準ということで認識いただければ

と思っております。

このストレスチェックですけれども、これは職

員自身で判断するセルフチェックというのが前提

になっていて、この結果というものは我々は見る

ことはできません。したがって、誰が高ストレス

かということについて、これは本当に私たち把握

してございません。ですから、それぞれが高スト

レスだということで個別に対応していただくとい

うのが安全衛生上、労働環境の問題として求めら

れているということをご認識いただきたいと思い

ます。

ただ、そうはいっても我々としても相談窓口を

増設したりですとか、相談があった場合には窓口

というか、医療機関をご紹介するなどの対応はと

っているということでご了解いただきたいと思い

ます。

〇議長（白井二郎） １番。

〇１番（原田敏匡） 了解いたしました。

先ほどの中村議員の職員募集のお話にもありま

したけれども、職員募集もそうですけれども、ま

ずは今いる皆さんがよりよい職場で生き生きと輝

いていただくことが最善だと思いますので、いろ

んな施策を通じて展開していっていただきたいな

と思います。

次に、２項目めですが、１点だけ再質問いたし

ます。先ほどの答弁と重複すると思うのですけれ

ども、条例の第４条の中に各団体の意見を聞いて

適切に施策が反映できるようにするといった内容

があります。これまでどのような取り組み、どの

ような手法でやられてこられたのかを詳しく具体

的によろしくお願いします。

〇議長（白井二郎） 経済部長。

〇経済部長（佐藤節雄） お答えいたします。

平成30年度、市では市内事業所359社を対象に

むつ市内の事業所の雇用経営に関する意向調査、

アンケート調査を実施しております。その中で、

人材が定着するためにはどのような行政の支援が

あればよいかというふうな質問に対しまして、高

卒及び県内大卒者に市内事業者の情報発信、ＰＲ

が必要であるという回答が最も多かったというこ

とから、今年度は情報発信として市内企業の求職

情報や職業紹介、むつ市で働きながら暮らす魅力

を伝えるガイドブックを作成し、管内の高校生の

ほか、Ｕ、Ｉ、Ｊターン就職希望者等にも広く周

知、配布をして、市内就職のプロモーションを図

る予定としております。

以上です。

〇議長（白井二郎） １番。

〇１番（原田敏匡） 働き方改革法には、義務規定

もあれば努力規定もございます。全ての中小企業

がこの法を適用するとは限らない状況の中で、働

き方改革を積極的に行っている、取り組んでいる

企業には、ぜひ委託業務等の契約面で、他の市町

村もやっているところもありますけれども、市の

優遇制度で積極的に支援していただけるようお願

いしまして、一般質問を終わります。ありがとう

ございました。
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〇議長（白井二郎） これで、原田敏匡議員の質問

を終わります。

、 。ここで 午後２時50分まで暫時休憩いたします

午後 ２時４１分 休憩

午後 ２時５０分 再開

〇議長（白井二郎） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎野呂泰喜議員

〇議長（白井二郎） 次は、野呂泰喜議員の登壇を

求めます。７番野呂泰喜議員。

（７番 野呂泰喜議員登壇）

〇７番（野呂泰喜） 今定例会、最後の登板になり

ました、自民クラブに所属しております野呂泰喜

でございます。むつ市議会第241回定例会に当た

り、通告順に従い一般質問をいたします。市長並

びに理事者には、明快な答弁を求めるものであり

ます。

まことに早いもので、むつ市議会第241回定例

会をもちまして、むつ市議会議員としての任期が

満了となります。この４年間を振り返ってみます

れば、市民生活の安心安全はもとより 「むつ市、

財政中期見通し2018」によれば、特別な対策を講

じない場合、2020年度末には赤字に転落し、同様

の状況が続いた場合には早期健全化団体に転落す

る可能性があるという大変厳しい見通しが示さ

れ、前年度予算と比較して、一般財源ベースで２

億5,000万円の削減を実現する必要があり、各課

の財源対策、つまり事務事業の効率的な見直し及

び削減等であり 職員の努力により むつ市2018年、 、

度一般会計決算は財政の健全性を示す指標は実質

公債費比率、また将来負担比率とも前年度から改

善され、実質収支は４億円ほどの黒字決算になる

予定であります。

私たちは、むつ市議会議員として、議会費につ

いて徹底した見直し及び削減を前提に、同僚議員

26名とともに議会改革に取り組み、現在道半ばで

あります。このたびの市議会議員一般選挙は、こ

の議会改革を推進するための選挙であろうかと思

いますので、ぜひ市民の皆様方にはご理解を賜り

まして、投票率の向上をお願い申し上げます。

質問事項の１点目、市内循環交通について質問

をいたします。この質問事項につきましては、昨

日の濵田栄子議員、そして鎌田ちよ子議員が質問

をなさっておりますので、私は重複を避けまして

質問をさせていただきます。

新聞やテレビ等を見ますと、あおり運転のニュ

ースが多く、高齢者ドライバーの運転誤操作によ

る事故がなくなったかのように思われがちです

が、依然として事故件数もさることながら、高齢

化時代においては悲惨な事故の加害者になり得る

可能性が高いのが実情であろうかと思います。

運転免許返納について、高齢者の方々は常に心

、 、 、にとめていらっしゃるようですが 通院 買い物

運転免許がないゆえの不便さを考えると、なかな

か返納に踏み切れないのが実情でありましょう。

また、若年層及び年金生活者の皆様方が交通費

の負担を感じない中心商店街活性化を目指し、市

内循環100円むつ市コミュニティバス運行を考え

る地域公共交通会議組織をまず市長として立ち上

げていただきたい、そして実施に向けて議論を加

速させていただきたいと思います。

質問事項の２点目、土木行政について質問をい

たします。まず、今冬期の除排雪計画について、

平成の大合併により東京23区と同じほどの広大な

行政範囲を持ちますむつ市であることを踏まえて

質問いたします。

現状の除排雪計画では、５センチメートルの積

雪で除雪車が出動、路肩に重い雪の塊を置いてい

。 、く方式であります 除雪も必要でありましょうが



- 96 -

市民の皆様方が望んでおりますのは、除排雪一体

の計画であります。除排雪計画の当初予算であり

ますが、まず２億5,000万円は余りにも少な過ぎ

ると思いますが、予算の積算根拠につきましてお

伺いをいたします。

２点目として、市道浜通線の除排雪についてお

伺いをいたします。まず質問に入る前に、市道浜

通線融雪溝の未整備区間2,500メートルへの融雪

溝及び舗装整備事業が実施設計になりました。先

日８月27日、むつ市中央公民館での市道浜通線融

雪溝整備に対する説明会において、地質測量に入

り、最終目的であります宇田町まで５年の歳月を

かけ、市道浜通線延長3.161メートルの融雪溝の

全線の供用開始を目指したいとのことでありまし

た。これに対しまして、市長並びに関係各位に心

より感謝を申し上げます。

そこで、質問でありますが、市道浜通線の除排

雪につきましては、むつ市議会第203回定例会、

そして第206回定例会及び第238回定例会において

質問を重ねてきたところであります。市道浜通線

に関しては道路が狭隘であり、道路除雪はありが

たいのですが、除排雪計画でも述べましたが、路

肩に重い雪の塊を残されますと、沿線住民が苦労

している状況であります。除排雪もしくは路肩に

残さない空き地までの一時押し置く除雪方法があ

ってもよいのではないでしょうか。

３点目として、大湊地域の国道338号融雪溝に

対する水量について質問いたします。近年大湊地

域の国道338号融雪溝の水量が冬期間になると足

りない状況が続いており、融雪溝の機能が果たせ

ていないのが現状であります。そもそも論であり

ますが、融雪溝としての機能は雪の塊を解かす機

能なのか、それとも雪の塊を流す機能なのか。恐

らく住民の方々は、融雪溝は雪の塊を流すための

ものでないかと理解していると思われますが、本

来の使い方はどうなのか、そこをまずお伺いし、

そしていずれにしても水量の足りなさが問題の根

本であり、必要な水量が確保できるのか、そして

水源をどこに求めるかについてお伺いをいたしま

す。

以上で壇上からの質問を終わります。

〇議長（白井二郎） 市長。

（宮下宗一郎市長登壇）

〇市長（宮下宗一郎） 野呂議員のご質問にお答え

いたします。

まず、市内循環交通についてのご質問、高齢者

ドライバー及び生活者のための交通 「コミュニ、

ティバス」についてでありますが、下北地域５市

町村では、下北圏域の持続可能な公共交通体系の

構築を目的として、平成21年12月に下北地域公共

交通総合連携協議会を組織しております。平成

30年３月に策定された下北地域公共交通網形成計

画においては、外部有識者等の助言をいただきな

がら、市内循環バスの構築に向けた施策の検討を

2020年までに行うこととしており、むつ市街地に

おける既存路線の見直しも含め、さまざまな角度

から検討を加えているところでございますので、

ご理解を賜りたいと存じます。

次に、土木行政についてのご質問につきまして

は、担当部長からの答弁とさせていただきます。

〇議長（白井二郎） 都市整備部長。

〇都市整備部長（光野義厚） 土木行政についての

ご質問の１点目、今冬期の除排雪計画についてで

ありますが、むつ市総合経営計画にある「暮らし

やすいまちの構築」に基づき、市では冬期間の道

路交通を確保するため、効率的な除雪出動基準や

除排雪工法等を検討し、毎年「むつ市道路除排雪

計画」を策定することで経費の削減にも努めてお

ります。

また、予算編成時には、最低限の除排雪経費と

して２億5,000万円を計上しておりますが、除排

雪経費がかさめば増額補正で対応しております。
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次に、ご質問の２点目、市道浜通線の除排雪に

ついてでありますが、現在の市道浜通線の除排雪

作業は、国道338号の除雪作業を実施した際、市

道浜通線の道路状況を確認したうえで除雪作業を

実施しております。また、もともと狭隘道路であ

り、除雪による寄せ雪でさらに幅員が狭くなるこ

とから、定期的にパトロールを実施し、必要に応

じて小型ロータリーで拡幅排雪を実施しておりま

す。今後も適切な除排雪作業を実施し、交通の安

全確保に努めてまいりたいと考えております。

次に、ご質問の３点目、大湊地域の国道338号

の融雪溝に対する水量についてでありますが、融

雪溝の水量が足りないとのご指摘については、市

といたしましては、青森県に状況を説明し、融雪

溝内部の漏水防止のための修繕、交換を行ってお

ります。今後におきましても、青森県と協議をし

ながら、融雪溝が有効的に活用できるよう検討し

てまいりたいと考えております。

また、融雪溝の本来の使い方についてでありま

すが、融雪溝は雪を流すための施設ではなくて、

雪を解かすための施設であります。融雪溝の利用

方法等について、広報紙等を通じてお知らせして

まいりたいと考えておりますので、ご理解賜りた

いと存じます。

〇議長（白井二郎） ７番。

〇７番（野呂泰喜） ご答弁、まことにありがとう

ございます。

私とすれば、商店街活性化という意味での協議

会、検討委員会を立ち上げてほしいという趣旨で

の質問であります。市長の答弁は、下北圏域での

グローバルな交通網の答弁、ちょっとかみ合わな

いなと思いますので、私の商業ベースでの立ち上

げをお願いしていることに対しての答弁をお願い

いたします。

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 公共交通、特に今回の議会

でもるるご質問いただきました高齢者の足という

問題、あるいは商店街活性化からの論点での公共

交通の必要性というのは十分に感じてございま

す。

協議会とするかどうかということはともかくと

しても、今現状大型スーパーでは買い物バスとい

うことで市内で運行していますし、そういう形で

民間でやられている場合もあると。この商店街活

性化のために使うということであれば、例えば各

商店からもご負担をいただいて、市がそれと合わ

せてとかさまざまな方法があると思いますので、

ぜひこの場ということもそうなのですけれども、

商店街のほうから声を上げていただければ、それ

に応じる形で今回の公共交通の見直しの中に、こ

うした観点も入れていきたいと、このように考え

てございます。

〇議長（白井二郎） ７番。

〇７番（野呂泰喜） おっしゃるとおり、私もこの

コミュニティバスに関しましては、３年間いろい

ろ商店街で議論をさせていただき、私はむつ中央

商業協同組合の理事長をさせていただいて、今は

理事に入っていますけれども、テーブルに上げさ

せていただいて、どういう形が一番いいのか。当

然、これは行政の力もかりなければいけないだろ

うし、また商店街自体での自助努力も必要であろ

うと。また、バス会社さんとも話し合いをしなけ

ればいけないという考え方で、できれば、大変言

葉は悪いかもしれないですけれども、三方一両損

で市民の皆様方の利便性を考えられれば一番いい

のかなと。そういう理念で、市長がおっしゃると

おり、この場ではなく、違う場所でそういう話し

合いの場を設けるのが一番いいのではないのかな

と。もっとより突っ込んだ話し合いをして、より

ベストな方法論を探っていければ一番いいのかな

と思っておりますので、できれば早目に立ち上げ

て、これは商店街からもお出しいたしますけれど
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も、行政としてもひとつ了解していただくのが一

番ウイン・ウインの関係に持っていけるのかと思

いますので、よろしくお願いを申し上げます。

次に、除雪の年間計画でありますけれども、２

億5,000万円。先ほど申し上げましたけれども、

むつ市が合併して東京23区と同等の広範囲な行政

区であります 合併する前は たしか２億2,000万。 、

円の除雪費を積算しておったと思いますけれど

、 。も 合併してこれだけ広くなって２億5,000万円

確かに補正、補正で組んでいって、雪の状態によ

ると、最高でマックス８億円ぐらいまで行ったこ

ともあろうかと思いますけれども、やはりもう少

し最初からある程度組む必要があるのではないか

なと。全く足りないのは明々白々ですので、やは

り組んで足りない部分は補正、これは仕方がない

と私は思っておりますけれども。

また、やはり除排雪の仕方、一工夫あれば、ま

た除雪費の圧縮も削減も可能ではないのかなと思

いますけれども、その分お願いいたします。

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

まず、２億5,000万円という予算についてどう

考えるかということなのですが、これはむつ市特

有の事情というか、本来は平均にすると、近年５

カ年ぐらいを平均すると、５億円程度かかってい

ます。したがって、当初予算で５億円というのが

通常だと思うのですが、ご案内のとおり予算とい

うのは歳入歳出同額で提案させていただきますの

で、歳入予算のほうで、最初にこの除排雪経費５

億円組むと、２億5,000万円の分、プラス何かし

らの事業を削らなければいけないというようなこ

とになります。それが非常に我々にとっては重い

ものですから、毎年予算計上の時点では２億

5,000万円にしていると。

ただ、それが年度の後半でというか、雪が降る

あたりになりますと、さまざまな事業をやってい

る中で、例えば執行残ですとか、あるいは保守的

に見積もっていた地方交付税が多少増額されて交

付されるとか、そういう事情があって財政調整基

金がたまっていきます。現状でも今６億円程度は

たまっているのですが、そうした貯金の中から切

り崩してその除排雪経費、この２億5,000万円に

プラスしていくという形をむつ市ではとってござ

いますので、ある意味当初は足りない、足りない

からしっかりやっていないのではないかという印

象があるかもしれませんけれども、我々としては

そうした年度内の予算の増減を込みで考えていま

、 。すので その点はご理解いただきたいと思います

、 、ご質問の２点目ですけれども 除排雪工夫して

その費用を圧縮することが可能ではないかという

ことなのですが、まさにそうした工夫を今後して

いかなければいけないと私どもも思っています

し、何よりも丁寧に除雪し、排雪することが重要

だと考えてございます。

〇議長（白井二郎） ７番。

〇７番（野呂泰喜） わかりました。了解いたしま

した。

次は、市道浜通線についての質問をさせていた

だきます。先ほど市道浜通線に対して、共通の認

識を持てましたけれども、道路が狭隘であると、

それで路肩に雪が多くなれば、ますます厳しくな

る、歩道が確保できない状態と。小型ロータリー

車で排雪をするという話でしたけれども、では昨

年何回やっていただいたのか、その回数をまずお

伺いいたします。

〇議長（白井二郎） 都市整備部長。

〇都市整備部長（光野義厚） 市道浜通線の排雪に

つきましては、昨年度１回実施しております。

〇議長（白井二郎） ７番。

〇７番（野呂泰喜） １回ですね。

（ 除雪は13回で排雪は１回です」「

の声あり）
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〇７番（野呂泰喜） 排雪は１回ですよね。

（ １回です」の声あり）「

〇７番（野呂泰喜） わかりました。やはりもう少

し回数をふやしていただければ、市民生活がもっ

と安定していいと思いますけれども、その部分は

ちょっと考えておいていただければありがたいな

と思います。

また、先ほど申し上げましたけれども、ただ除

雪だけしていくのではなく、雪を路肩に置くので

はなく、その雪を空き地に押していくような形を

とれば、ある程度除排雪も楽にはなるのではない

のかなと。そしてまた、沿線住民の方々も手を煩

わせることもないのではないかなと思いますけれ

ども、その部分をお聞きをいたします。

〇議長（白井二郎） 都市整備部長。

〇都市整備部長（光野義厚） お答えいたします。

今議員ご指摘のとおり、空き地があれば空き地

にその雪を、寄せ雪の一部でもそちらのほうに押

していければということは大変大切なことだと思

っておりました。ただ、空き地が確保できるかと

いう問題もありますし、業者さんのほうも、その

除雪路線でなれているかどうかというのもありま

すので、その辺は業者とも十分協議しながら、ま

た空き地が確保できるかどうかというのも検討し

ながら進めていきたいと思っておりますので、ご

理解いただきたいと思います。

〇議長（白井二郎） ７番。

〇７番（野呂泰喜） 大分共通の認識が出てきたと

。 、 、思いますけれども わかりました 空き地を探す

私もお手伝いはします。その部分、別に行政だけ

にお願いする気はありませんから、私も一緒に、

もし必要であれば行ってお願いをしますし、空き

地を探しますし。それで市民生活が安定するので

あれば、私は幾らでも努力はさせていただきたい

なと思いますので、何とかご協力のほどお願いを

申し上げます。

市道浜通線は、融雪溝ができるまで私も頑張り

ますので、何とかお力添えをお願いいたします。

最後に、国道338号の融雪溝についてお伺いを

いたします。水量が足りない、先ほど申し上げま

したけれども、雪の塊を解かす機能の融雪溝であ

ると。市民の皆様方は水がない関係で、どうして

も止水板を外して水を確保してという考え方が多

いみたいで、あちこちで止水板を外している方が

多いということで、近年非常に水量が足りないな

と思っております。

まず、その水量確保をこれからどういうふうな

考え方で求めていくのか、そして根本的な解決を

どうするのか、説明をしていただければと思いま

す。

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

まず、その水量が足りないということについて

は、やはり原因が何かということをしっかり把握

してからということになりますし、また必要に応

じては新しい水源の確保ですとか、ポンプの交換

ですとか、そういったことで対応していくという

ことになろうかと考えてございます。

〇議長（白井二郎） ７番。

〇７番（野呂泰喜） おっしゃるとおり、そのとお

りだと思います。やはり先ほども私申し上げたと

おり、水があれば解決する問題であって、何がな

くても水なのです。やはり水さえあれば物事は解

決するのではないのかなと。

やはり井戸を掘っていただくのも一つの案であ

ろうと思いますし、どこかにまた違う水源を求め

るのも一つの方法論ではないのかなと思います。

そこはやはり掘り下げて話をしていただいたほう

がいいのではないのかなと。頑張って県にがんと

言っていただければありがたいなと思いますの

で。

なかなか雪を片づけていただけない方が多くな
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ってきた。融雪溝に水がないから入れないのか、

それとも雪の塊が重くて入れられなくなったの

か、高齢化でなかなか手が回らなくなってきたの

か、それはいろんな状況はあろうかと思いますけ

れども、おかげさまで県のほうから昨年かな、一

昨年、スクラム除雪の機械、前回17年使ったと、

、 。ここで申し上げましたが 新しい機械が来ました

これ１点だけ確認をしたいのですけれども、また

どうしても歩道の除排雪に手が回らないというの

であれば、市民ボランティアをまた結成して、除

排雪をこちらでやっていくという考え方で、これ

２点確認したいのですが、やるとなった場合は、

また市のほうでトラックと、それから燃料は持っ

ていただけるのかどうかを確認させていただきま

す。

〇議長（白井二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 国道の歩道除雪ですので、

道路管理者である青森県と連携して、排雪用のト

ラック、そして除雪機械の燃料費についても今後

とも引き続きサポートしていきたいと考えてござ

います。

〇議長（白井二郎） ７番。

〇７番（野呂泰喜） ありがとうございました。こ

れで一般質問を終わります。よろしく、ありがと

うございました。

〇議長（白井二郎） これで、野呂泰喜議員の質問

を終わります。

◎散会の宣告

〇議長（白井二郎） 以上で本日の日程は全部終わ

りました。

お諮りいたします。明９月６日及び９日は議案

熟考のため休会したいと思います。これにご異議

ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（白井二郎） ご異議なしと認めます。

よって、明９月６日及び９日は議案熟考のため

休会することに決定いたしました。

、 、なお ９月７日及び８日は休日のため休会とし

９月10日は議案質疑、委員会付託、一部採決、決

算審査特別委員会設置及び付託、決算審査特別委

員の選任を行います。

本日はこれで散会いたします。

午後 ３時２２分 散会
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